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沖縄島北部行動計画の事業進捗状況とりまとめ結果（令和元年７月現在） 

記入要領 

■「平成 30 年度の実施内容」及び「令和元年度（平成 31年度）事業内容（案）」、「進捗状況の評価」についてご記入ください。「平成 30年度の実施内容」は、事業進捗状況確認を昨年行った際に平成 30年度の事業内容（案）

として示された内容を既に記載していますが、実際に実施された事業内容に合わせてご修正をお願いします。 

■「事業年度」及び「進捗状況の評価」については、昨年の記入内容をもとに推測で更新をしていますので、内容についてご確認ください。 

■令和元年度（平成 31年度）に開始する事業や、本シートに記入されていないものの、行動計画に記載の事業項目（事業内容、目標など）に関係する所管の具体的事業がある場合には、追加でご記入ください。必要な場合

には、適宜行を追加し、該当する行動計画の事業項目の追加・修正等をお願いします。 

■一部、昨年度報告のなかった事業についても、状況変化により実施されることも想定し、所管課名を推測で付して掲載しています。実施がある場合は内容等を記載してください。実施なしの場合は所管課名に取り消し線を

付してください。 

■各列には下記の事項をご記入ください。 

○実施主体：行政機関は可能であれば担当部課名等までご記入ください。地元関係団体は団体名をご記入ください。 

○事業名 ：行動計画の事業項目に関係する具体的な事業の名称をご記入ください。今後実施する予定の事業や、正式な事業名がない事業については、（仮称）等として事業内容が分かるように簡易な名称をご記入ください。 

○事業年度：事業実施（予定）年度に●をご記入ください。 

○対象地 ：対象地を特定できる場合には、可能な範囲で、具体的な場所をご記入ください。対象地の特定が難しい場合には、「○○村全域」や「○○島全域」とご記入ください。 

○事業概要：事業全体の目的や取組内容についてご記入ください。関係する検討会、委員会等が存在する場合には、会議体の名称をご記入ください。 

○平成 30年度の実施内容：平成 30年度に実施した事業の内容・その成果をご記入ください。令和元年度（平成 31年度）以降に開始する予定の事業については、記入不要です。 

○令和元年度（平成 31年度）事業内容（案）：令和元年度（平成 31年度）に実施する予定の事業内容をご記入ください。令和２年度以降に予定している事業については、記入不要です。 

○進捗状況の評価：ご記入時の事業の進捗状況についてご記入ください。下記の事業実施状況のいずれかに「●」をご記入ください。 

   「未実施」 ： 事業を実施していない状況 

 「実施準備中」 ： 事業の具体的な内容検討、取組みを実施するための計画策定準備、予算確保や関係者との合意形成を進めている状況（事業実施の確実性を問わない） 

 「実施内容決定」 ： 事業の実施方法や計画、具体的な事業内容が確定した段階 

   「事業開始」 ： 事業を実施し始めた段階 

   「事業継続中」 ： 事業を継続的に実施している状況 

   「事業完了」 ： 決定した事業内容が完了した状況 

 

＜記入例＞    ※シートの列幅の変更はお避けください。 

行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 
平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了 

普及啓発活動の実施 
沖縄県 

自然保護課 

世界自然遺産普及啓発

委託業務 
● ● ● ●  

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

沖縄島北部や西表島の遺産価

値を県内外に PR するための映

像コンテンツや、その他の普及

啓発媒体を作成・提供し、地域

住民を始めとする一般市民へ

の普及啓発を図り、世界自然遺

産登録に向けた機運を高める。 

〇普及啓発イベントとして、かるた大
会、オリジナル舞台を西表島で開催 

〇大型パネルや剥製を用いた移動展示
開催 

〇やんばる 3 村ルールブックの多言語
化及び西表島マナーブックの制作 

〇４町村広報誌を活用した普及啓発 
〇モノレールラッピングを活用した一
般県民、観光客等への普及啓発 

〇航空機、モノレール、路線バス、船舶、日
本郵便トラック等へのラッピング広告 

〇大型パネルや剥製を用いた移動展示開催 
〇やんばる 3 村ルールブックの多言語版増

刷及び西表島マナーブックの多言語化 
〇４町村広報誌を活用した普及啓発 

〇環境教育及び遊覧飛行 

〇普及啓発イベントとして、かるた大会、オ

リジナル舞台をやんばる及び西表島で開

催 

    ●  

   

※H29 年度までに「事業完了」したものは別紙に移動。 

※H30第２回沖縄島北部部会時点から変更のあった項目を着色して示す。 

緑色は進捗状況が変化した項目 

桃色は新たに加わった項目 

資料３－２ 
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

１）保護制度の適切な運用          ２ ２ ０ １ 26 ２ 

１ やんばる国立公園

の管理 
環境省 自然公園法の運用 ● ● ● ● ● 

やんばる国

立公園 

自然公園法に基づき、やんばる

国立公園の適切な保護管理を

行う。 

○自然公園法の運用 

○指定植物の指定に向けた調査及び調

整 

○自然公園法の運用 

○指定植物の指定に向けた調整及び指定 
    ●  

 環境省 管理運営計画の策定   ● ● ● 
やんばる国

立公園 

やんばる国立公園管理運営計

画の策定 

○管理運営計画の策定に向けた情報整

理及び意見交換会等の実施 

○管理運営計画の検討（検討会立ち上げ、意

見交換会の実施等） 
    ●  

 環境省 

国立公園における希少

種等密猟・盗採防止のた

めの巡視 

● ● ● ● ● 
やんばる国

立公園 

林道の巡視を実施することに

より、密猟を防止するととも

に、地域住民への自然保護の意

識の普及を狙い、併せて希少種

に係る情報を収集する。 

○林道の巡視、希少種情報の収集、地域

住民への普及啓発を行う。 

○林道の巡視、希少種情報の収集、地域住民

への普及啓発を行う。 
    ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

通常業務 ● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林・里山研究

園） 

やんばる国立公園の地種区分

に応じた利用を徹底する。 

○利用者に国立公園地種区分ならびに

自然公園法による規制を周知 

○利用者に国立公園地種区分ならびに自然

公園法による規制を周知 
    ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

演習林の管理 ● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林） 

国立公園特別保護地区および

第 1種特別地域を管理する。 

○特別保護地区または第 1 種特別地域

に指定された区域の利用に関するチ

ェック 

○特別保護地区または第 1 種特別地域に指

定された区域の利用に関するチェック 
    ●  

２ やんばる森林生態

系保護地域の管理 
林野庁 

森林生態系保護地域の

保全管理計画の策定に

向けた検討 

  ●   

やんばる森

林生態系保

護地域 

やんばる森林生態系保護地域

の管理と利用に関する保護管

理計画の策定 

平成 31 年３月にやんばる森林生態系保

護地域保護管理計画を策定。 
―      ● 

 林野庁 
やんばる森林生態系保

護地域の管理等 
  ● ●  

やんばる森

林生態系保

護地域 

やんばる森林生態系保護地域

の管理と周知 

○国頭村内我地林道沿い等に、やんばる

森林生態系保護地域等を説明する看

板を設置。 

○策定されたやんばる森林生態系保護地域

保護管理計画の内容について、関係市町村

等へ周知する。特に、利用のルールを周知

する。 

○署ＨＰの改善や看板を設置等して、ルール

を周知する。 

    ●  

３ 鳥獣保護区の管理

等 
環境省 鳥獣保護管理法の運用 ● ● ● ● ● 

国指定やん

ばる（安田、

安波）鳥獣保

護区 

 

ノグチゲラ、ヤンバルクイナ等

の希少鳥獣が生息する森林部

においては、国指定鳥獣保護区

が指定管理されている。今後も

適切に管理するとともに、確実

な管理が実施されるよう体制

を確保する。 

○鳥獣保護管理法の運用 

○鳥獣保護区管理員による巡視 

○鳥獣保護管理法の運用 

○鳥獣保護区管理員による巡視 
    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 
鳥獣保護区設定事業 ● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

生物多様性を支える地域を保

全するため、鳥獣の保護を図る

ための鳥獣保護区を指定し、管

理を行う。 

鳥獣保護区の指定・更新に向けた調査の

実施及び看板の維持管理を行った。 

鳥獣保護区の指定・更新に向けた調査の実施

及び看板の維持管理を行う。 
    ●  

４ 与那覇岳天然保護

区域の管理等 

沖縄県（文

化財課） 

指定文化財管理費国庫

補助事業 

（文化財保護管理指導

事業） 

● ● ● ● ● 

国頭村与那

覇岳天然保

護区域 

県が委嘱した文化財保護指導

委員が定期的に文化財を巡視

し、関係者に文化財の保護につ

いての必要な指導助言を行い、

文化財保護思想の普及に努め、

その結果を県に報告する。 

与那覇岳天然保護区域の巡視を行い、当

該天然記念物の状況等について把握し

た。 

与那覇岳天然保護区域の巡視を行い、当該天

然記念物の状況等について把握する。 
    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

５ 絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種

の保存に関する法

律（種の保存法）に

基づく国内希少野

生動植物種の保護

等 

環境省 

・種の保存法の運用 

・国内希少野生動植物種

の識別マニュアル作成 

● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

絶滅のおそれのある野生動植

物種を種の保存法に基づく国

内希少野生動植物種として指

定し、国内希少野生動植物種の

保護等を図る。 

・国内希少野生動植物種に新規

に指定された種のうち必要な

ものについて、近縁種及び形態

的に類似した種との識別方法

を検討、整理し、確実かつ簡便

な識別方法を記載したマニュ

アルを作成する。 

○種の保存法の運用 

○国内希少野生動植物種の新規指定の

検討、実施 

○新規に国内希少野生動植物種に指定

された種のうち必要なものについて、

識別マニュアルを作成 

○種の保存法の運用 

○国内希少野生動植物種の新規指定の検討、

実施 

○新規に国内希少野生動植物種に指定され

た種のうち必要なものについて、識別マニ

ュアルを作成 

    ●  

６ 希少野生動植物保

護条例等の制定 

沖縄県（自

然保護課） 

沖縄県希少野生動植物

保護条例等の制定 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

種の保存法により規制されて

いない希少野生動植物種のう

ち、県内においてその種の存続

に支障を来す程度に個体数が

著しく少ない種等、及び外来生

物法により規制されていない

外来種のうち、希少野生動植物

を取り巻く生態系に係る被害

を及ぼすおそれのある種等に

ついて、条例を制定することに

より、希少野生動植物の保護を

強化する。 

○早期の沖縄県希少野生動植物保護条

例（仮称）の制定に向け、昨年度に引

き続き国、県庁内関係各課、関係町村

や利害関係者との調整を図った。 

○早期の沖縄県希少野生動植物保護条例（仮

称）の制定に向け、昨年度に引き続き説明

会や意見照会等を行うなど、国、県庁内関

係各課、関係町村や利害関係者との調整を

図る。 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室） 

希少野生動植物盗採取

情報収集 
● ● ● ● ● 国頭村全域 

種の保存法に指定種外の村内

における盗採種の情報収集を

行い、条例制定の検討を行う。 

○関係機関との盗採種の情報収集 

〇パトロールの強化手法検討 

○沖縄県をはじめ関係機関との盗採種の情

報交換 

〇パトロールの強化手法検討 

 ●     

 大宜味村           ●      

 
東村（教育

委員会） 

東村 ノグチゲラ保護

条例 
● ● ● ● ● 

東村 

（特定地域） 

文化財保護法及び絶滅のおそ

れのある野生動植物の種の保

存に関する法律に基づく、国の

特別天然記念物であり国内希

少野生動植物種であるノグチ

ゲラの東村における保護に関

する。 

条例に基づき継続して実施することと

保護区指定へ向けての準備 

条例に基づき継続して実施することと保護

区指定の実施 
    ●  

７ 保護増殖事業等の

継続実施 
環境省 

・ヤンバルクイナ保護増

殖事業 

・ヤンバルテナガコガネ

保護増殖事業 

・ノグチゲラ保護増殖事

業 

● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

種の保存法に基づく保護増殖

事業の対象種（ヤンバルクイ

ナ、ヤンバルテナガコガネ、ノ

グチゲラ）について、生息状況、

生息環境等の把握、分析、野生

復帰の技術開発、密猟防止のた

めの生息地の監視パトロール

等を行うとともに、個体群の保

護・増殖に努める。 

＜やんばる希少野生生物保護

増殖検討会＞ 

○保護増殖事業の実施 ○保護増殖事業の実施     ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 
農林水産省 

（林野庁） 

 

希少野生生物保護管理

事業 

● ● ● ●  
沖縄島北部

国有林 

ヤンバルクイナ、ヤンバルテナ

ガコガネ、ノグチゲラについて

の生息域を対象に、定期的かつ

継続的な現地調査を行うこと

により生息状況、生育環境等の

把握、分析等を行い、沖縄島北

部国有林の管理・経営に資する

こととする。 

○北部訓練場の一部返還地等において、

既存歩道等での生息確認。確認できた

場合には行動、周囲の状況及び位置情

報を記録。 

○死傷個体を発見した場合は、収容又は

保護。 

○ヤンバルテナガコガネの密猟対策の

監視調査のため、自動撮影カメラを設

置する。 

○北部訓練場の一部返還地等において、既存

歩道等での生息確認。確認できた場合には

行動、周囲の状況及び位置情報を記録す

る。 

○死傷個体を発見した場合は、収容又は保護

する。 

○ヤンバルテナガコガネの密猟対策の監視

調査のため、自動撮影カメラを設置する。 

    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 

野生生物の保全・保護事

業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

県内に生息する希少な野生動

植物の保護を図るため次に挙

げる事項に取り組む。 

・自然環境保全の指針策定 

・「レッドデータおきなわ」の

普及啓発 

〈ヤンバルクイナ保護増殖事

業 WG〉 

〈やんばる希少野生生物保護

増殖検討会〉 

〈ヤンバルテナガコガネ等密

猟防止協議会〉 

○自然環境保全の指針策定に向け、H30

年度は沖縄本島 4地域、八重山 7地域

の調査を実施した。 

○生物多様性保全利用指針 OKINAWA（沖

縄本島編暫定版）を策定した。 

○関係機関との情報共有を図りながら、

密猟防止の対策強化に取り組んだ。 

○自然環境保全の指針策定に向け、R1 年度

は八重山 11 地域、宮古２地域を調査予定

である。 

○生物多様性保全利用指針 OKINAWA（八重山

編暫定版）を策定する。 

○今後も関係機関との情報共有を密にしな

がら、密猟防止の対策強化に取り組む。 

    ●  

 

国頭村（企

画商工観光

課、世界自

然遺産推進

室） 

ヤンバルクイナの生態

展示による普及啓発 
● ● ● ● ● 安田地域 

保護増殖事業の一環で、ヤンバ

ルクイナを展示飼育し、訪問者

への生態等の解説により、保護

普及啓発を図る＜ヤンバルク

イナ保護増殖事業ＷＧ＞ 

○ヤンバルクイナ生態展示施設の運営 

○動物取扱業による展示飼育、解説 

○ヤンバルクイナ生態展示施設の運営 

○動物取扱業による展示飼育、解説 
    ●  

 

国頭村（企

画商工観光

課、世界自

然遺産推進

室） 

クイナ自然の森（ヤンバ

ルクイナ保護シェルタ

ー）の活用 

● ● ● ● ● 安田地域 

保護増殖事業の一環として、ヤ

ンバルクイナの生息域の周囲

２㎞をフェンスで囲い、人工飼

育個体の繁殖及び野生復帰訓

練及び放鳥・効果検証の実施＜

クイナ自然の森管理運営協議

会＞ 

〇保護シェルターの施設管理 

○人工飼育のヤンバルクイナの繁殖 

〇人工飼育のヤンバルクイナの野生復

帰訓練及び放鳥 

〇保護シェルターの施設管理 

○人工飼育のヤンバルクイナの繁殖 

〇人工飼育のヤンバルクイナの野生復帰訓

練及び放鳥 

〇救護個体の試験放鳥 

    ●  

 大宜味村           ●      

 
東村（教育

委員会） 

希少野生動物の傷病個

体の救護体制の確保 
● ● ● ● ● 東村全域 

希少野生動物のケガ等の保護、

動物病院等への搬送 

希少野生動物のケガ等の保護、動物病院

等への搬送 

希少野生動物のケガ等の保護、動物病院等へ

の搬送 
    ●  

 

NPO 法人ど

うぶつたち

の病院沖縄 

希少種の飼育下繁殖技

術開発 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村全域 

絶滅回避を目的として、やんば

る地域に生息する希少種の飼

育下における繁殖技術を開発

する 

ヤンバルクイナやケナガネズミ、オキナ

ワトゲネズミなどの救護個体の飼育を

通じて、飼育下繁殖に関する知見を収集 

ヤンバルクイナやケナガネズミ、オキナワト

ゲネズミなどの救護個体の飼育を通じて、飼

育下繁殖に関する知見を収集 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

８ 保護増殖事業対象

種以外の希少種の

生息・生育状況の把

握と保護の取組み

の検討・実施 

環境省 

・クロイワトカゲモドキ

生息状況調査 

・オキナワマルバネクワ

ガタ生息状況調査 

・オキナワセッコク・ク

ニガミトンボソウ分

布調査 

・オキナワトゲネズミ、

ケナガネズミ生息情報

収集（マングース防除事

業によるモニタリング

情報及びロードキル情

報の収集） 

● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

保護増殖事業対象種以外の希

少種（国指定天然記念物や国内

希少野生動植物種であるケナ

ガネズミ、オキナワトゲネズミ

等を含む）について、生息状況、

生息・生育環境等の把握、分析

等を行うとともに、必要に応じ

て、適切な保護方策を検討し、

実施に努める。 

○クロイワトカゲモドキ生息状況調査 

○オキナワセッコク・クニガミトンボソ

ウ分布調査 

○オキナワトゲネズミ、ケナガネズミ生

息情報収集（マングース防除事業によ

るモニタリング情報及びロードキル

情報の収集） 

○やんばる地域内（北部を重点的に）の

希少種の生息状況についての情報収

集 

（※１．やんばる国立公園管理における

林道の巡視において実施） 

○クロイワトカゲモドキ生息状況調査 

○オキナワセッコク・クニガミトンボソウ、

その他希少植物種に関する分布調査 

○オキナワトゲネズミ、ケナガネズミ生息情

報収集（マングース防除事業によるモニタ

リング情報及びロードキル情報の収集） 

○やんばる地域内（北部を重点的に）の希少

種の生息状況についての情報収集 

（※１．やんばる国立公園管理における林道

の巡視において実施） 

    ●  

 林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 
沖縄島北部

国有林 

定期的巡視や事業を通じて、生

息環境等の把握を行い、必要に

応じて情報提供を行う。 

生息環境等の把握を実施 生息環境等の把握を実施する。     ●  

 林野庁 
希少野生生物保護管理

事業 
   ●  

沖縄島北部

国有林 

オキナワトゲネズミ、ケナガネ

ズミについての生息域を対象

に、定期的かつ継続的な現地調

査を行うことにより生息状況、

生育環境等の把握、分析等を行

い、沖縄島北部国有林の管理・

経営に資することとする。 

― 

○北部訓練場の一部返還地等において、既存

歩道等での生息確認。確認できた場合には

行動、周囲の状況及び位置情報を記録す

る。 

○死傷個体を発見した場合は、収容又は保護

する。 

   ●   

 
沖縄県（自

然保護課） 

野生生物の保全・保護事

業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

県内に生息する希少な野生動

植物の保護を図るため次に挙

げる事項に取り組む。 

・自然環境保全の指針策定 

・「レッドデータおきなわ」の

普及啓発 

○自然環境保全の指針策定に向け、H30

年度は沖縄本島 4地域、八重山 7地域

の調査を実施した。 

○自然環境保全の指針策定に向け、R1 年度

は八重山 11 地域、宮古２地域を調査予定

である。 

    ●  

 
沖縄県（文

化財課） 

天然記念物緊急調査事

業 
● ● ● ● ● 

国頭村、大宜

味村、東村 

国指定天然記念物の分布や生

態について調査を行う。 

トゲネズミの生態調査事業を継続し

て実施した。 

トゲネズミの生態調査事業を継続して実

施する。 
    ●  

 国頭村 希少種情報の収集    ● ● 国頭村全域 

固有種や希少種などの状況を

環境省をはじめとする関係機

関と情報交換し、今後の保全策

手法の検討 

― 
〇関係機関及び登録・認定ガイドによって行

われるモニタリング対象種の検討 
 ●     

 

大宜味村 

（ 地 元 団

体、大宜味

小学校） 

喜如嘉野鳥観察 

屋古の蝶の研究 
● ● ● ● ● 

大宜味村喜

如嘉地域・屋

古地域 

大宜味村喜如嘉地域（土地改良

区付近）における野鳥の観察大

宜味村屋古地域（集落）におけ

る「蝶」の研究として、生息す

る個体の把握、分布、データ蓄

積統計などについて、地元団体

及び大宜味小学校自然観察ク

ラブが連携して実施。 

引き続き、喜如嘉地域における野鳥観

察、屋古地域における蝶の研究を実施

し、研究結果としてまとめていく。 

引き続き、喜如嘉地域における野鳥観察、屋

古地域における蝶の研究を実施し、研究結果

としてまとめていく。 

    ●  

 東村 オキナワギク保護活動 ● ● ● ● ● 
東村（特定地

域） 

保護のため年１～２回巡視と

影響を与えるツル性植物の除

去作業。博物館講座として村民

向けの観察会を実施。 

保護のため年１～２回巡視と影響を与

えるツル性植物の除去作業。博物館講座

として村民向けの観察会を実施。 

保護のため年１～２回巡視と影響を与える

ツル性植物の除去作業。博物館講座として村

民向けの観察会を実施。 

    ●  



6 

 

行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

９ ノグチゲラ保護区

の管理と保護監視

員の設置 

東村（教育

委員会） 

東村ノグチゲラ保護条

例 
● ● ● ● ● 東村全域 

東村ノグチゲラ保護条例に基

づき、ノグチゲラ保護区等につ

いて保護監視員を配置し、保護

区等の監視やノグチゲラの繁

殖状態のモニタリング等を行

う。 

保護監視員の育成 保護監視員の育成     ●  

                  

※平成 29年度までに事業が完了した事業は上表からは除外 
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

２）外来種による影響の排除・低減          ２ ０ ０ １ 28 ２ 

１ 侵略的外来種の防

除及び定着・侵入防

止の強化 

環境省 
ツルヒヨドリ等防除活

動業務 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

既に定着している侵略的な外

来種（特にツルヒヨドリ）につ

いて、侵入状況等を把握し、特

に対策の必要性が高い種に焦

点を絞り、対策を行う。 

○地域と連携したツルヒヨドリの防除

作業の実施 

○地域と連携したツルヒヨドリの防除作業

の実施 

○沖縄島北部地域におけるツルヒヨドリの

防除に向けた計画素案の検討 

    ●  

 環境省 
外来種侵入状況把握・対

策検討業務 
 ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

『我が国の生態系等に被害を

及ぼすおそれのある外来種リ

スト』に掲載されている種の現

地調査や文献等調査の実施、目

撃情報データベースの構築等。

また、定着を予防するため必要

に応じて対策を講じる。 

○侵入・定着経緯の推測及び対策の検討 

○外来種の侵入状況把握（継続モニタリ

ング） 

○外来生物目撃情報データベースの更

新 

○侵入・定着経緯の推測及び対策の検討 

○外来種の侵入状況把握（継続モニタリン

グ） 

○外来生物目撃情報データベースの更新 

○外来ヘビについて、早期発見・初期防除に

つながる啓発及び情報収集の体制構築を

実施 

    ●  

 林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 
沖縄島北部

国有林 

定期的に巡視を行い、生息環境

等の把握を行い、必要に応じて

情報提供を行う。 

生息環境等の把握を実施 生息環境等の把握を実施する。     ●  

 林野庁 外来種侵入状況調査   ●   
沖縄島北部

国有林 

我が国の生態系等に被害を及

ぼすおそれのある外来種リス

トに掲載されている種を対象

に、生息分布状況・分布規模を

把握する。 

○外来種の侵入経路になると考えられ

る沖縄島北部国有林内の歩道等にお

いて、外来種リストに掲載された外来

種を調査し把握した。 

―      ● 

 林野庁 外来種の駆除活動    ●  
沖縄島北部

国有林 

外来種の侵入経路になると考

えられる沖縄島北部国有林内

の歩道等において、外来種リス

トに掲載された外来種を把握

したことから、その一部につい

て、今後の駆除方法等の検討の

ため、駆除を実施する。 

― 

○調査により把握された外来種については、

関係機関等の協力のもと、その一部の駆除

等を実施する。 

   ●   

 
沖縄県（自

然保護課） 
外来種対策事業 ● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村を含む沖

縄県全域 

沖縄本島全域および周辺離島

を対象に、外来種対策を実施し

ていく上で、県及び市町村がど

のように対応していくか、方向

性を示す指針を策定するとと

もに、特に在来種への影響が大

きい肉食系の外来生物等を対

象に効率的な捕獲手法を確立

する。 

○沖縄県外来種対策指針及び沖縄県外

来種リストを策定した。 

○指針に示す目標を達成するための具

体的な方法を示す「外来種対策行動計

画」の素案を作成した。 

○グリーンアノール及びタイワンスジ

オ、クジャク、イタチ、ヒアリの効果

的な防除手法の検討と捕獲手法の開

発を継続して実施した。 

○指針に示す目標を達成するための具体的

な方法を示す「沖縄県外来種対策行動計

画」を策定する。 

○グリーンアノールおよびタイワンスジオ、

クジャク、イタチ、ヒアリの効果的な防除

手法の検討と捕獲手法の開発を継続して

実施する。 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室・経

済課）、国頭

村森林組合 

侵略的外来種駆除 ● ● ● ●  国頭村 外来種駆除 
○村有地でのツルヒヨドリの駆除実施 

〇与那覇岳登山道の外来種駆除実施 

○村有地でのツルヒヨドリの駆除実施 

〇保護の必要性が高い場所における外来種

駆除実施 

    ●  

 

大宜味村 

（企画観光

課） 

特定外来生物 

ツルヒヨドリ防除 
● ● ● ● ● 田嘉里地域 

田嘉里区において繁殖してい

る、ツルヒヨドリの防除を行

う。＜実施主体未確定＞ 

引き続き田嘉里区内県管理河川の防除

が実施されている。また、田嘉里区内村

管理河川の防除も村により実施した。 

引き続き田嘉里区内県管理河川の防除が実

施されている。また、田嘉里区内村管理河川

の防除も村により実施した。 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 
東村（教育

委員会） 

慶佐次湾のヒルギ林天

然記念物再生事業 
● ● ● ● ● 慶佐次地域 

河川周辺から赤土等の流入に

よる天然記念物植生域の陸地

化等による外来生物の侵入、植

生分布範囲の拡大による河川

生態系への劣化が懸念されて

いるため、外来生物及び特定外

来生物の分布調査を行い、駆除

及び防除を実施し、今後の適正

な維持管理体制を構築する。 

平成 29 年度の慶佐次湾のヒルギ林に生

育する外来植物の伐採・撤去の実施と

調査、今後の計画を踏まえて継続して

外来植物の伐採・撤去の実施。 

平成 30 年度の慶佐次湾のヒルギ林に生育す

る外来植物の伐採・撤去の実施と調査、今

後の計画を踏まえて継続して外来植物の

伐採・撤去の実施。 

    ●  

 

国頭村 

大宜味村 

東村 

CSR 活動による地元団

体と連携した侵略的外

来種の駆除 

 ● ● ●  ３村全域 

侵略的外来種駆除を企業 CSR

活動により地域団体と連携し

て実施することにより、対外的

にも保全の重要性を PRする 

＜やんばる 3 村世界自然遺産

推進協議会＞ 

○田嘉里地域におけるツルヒヨドリの

駆除実施 

○田嘉里地域におけるツルヒヨドリの駆除

実施 

〇その他必要な外来種の駆除実施 

    ●  

２ マングース対策の

実施 
環境省 

沖縄島北部地域マング

ース防除事業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域 

希少野生動物の捕食等により

在来の生態系に大きな影響を

及ぼしているマングースの捕

獲排除を行う。 

＜沖縄島北部地域マングース

防除事業検討委員会＞ 

○マングース防除事業の継続 

○第３期防除計画に基づき、2026 年度

までに SF ライン以北からの完全排除

を行う予定 

○マングース防除事業の継続 

○第３期防除計画に基づき、2026 年度まで

に SF ライン以北からの完全排除を行う予

定 

    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 
マングース対策事業 ● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村 

環境省と連携し、やんばる地域

の貴重な生態系保護のため、マ

ングースの捕獲事業を行うと

ともに、希少種回復実態調査を

行う。 

〈沖縄島北部地域マングース

防除事業検討委員会、沖縄県マ

ングース対策事業検討委員会〉 

○第一北上防止柵（塩屋-福地ダム）以

北半径３km 圏内及び第一北上防止柵

から県道 14 号線沿いの間で捕獲を実

施した。 

○マングース捕獲の効果を確認するた

め、希少種回復実態調査を実施した。 

○引き続き、第一北上防止柵（塩屋-福地ダ

ム）以北半径３km 圏内及び第一北上防止

柵から県道 14 号線沿いの間で捕獲を実施

する。 

○マングース捕獲の効果を確認するため、希

少種回復実態調査を実施する。 

    ●  

３ 野生下のネコの捕

獲 
環境省 外来哺乳類捕獲業務 ● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域 

野生動物の捕食等により在来

の生態系に影響を及ぼしてい

る（及ぼす可能性のある）野生

下のネコの捕獲を行う。 

○外来哺乳類調査等業務を継続する ○外来哺乳類調査等業務を継続する     ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 
ノイヌ・ノネコ対策事業 ● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村 

世界自然遺産の候補地となっ

ているやんばる地域の遺産価

値を保全するため、希少野生生

物の補食被害の脅威となるノ

イヌ・ノネコへの対応を行う。 

＜ノイヌ・ノネコ対策検討委員

会＞＜やんばる地区犬猫対策

協議会＞ 

やんばる３村の森林域においてノネ

コの捕獲・排除を実施した。 

やんばる３村の森林域においてノネコの

捕獲・排除を実施する。 
    ●  

４ ネコの愛護及び管

理に関する条例の

徹底 

環境省 

やんばる地域における

ネコ等の適正飼養推進

業務 

● ● ● ●  
沖縄島北部 3

村全域 

ネコ問題及び集落周辺での対

策の重要性を周知することで

条例の普及を促進し、ノネコに

よる野生生物被害の軽減を図

る 

○ネコ適正飼養勉強会、普及啓発ポス

ターの掲示、小学校等での講演 

○センター展示や講演等による適正飼養の

啓発 

○外来哺乳類調査等業務による地域住民へ

の周知 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室、福

祉課） 

ネコの適正飼養周知活

動 
● ● ● ● ● 国頭村全域 

ネコ条例による適正飼養の周

知、普及啓発活動を実施 

○飼い猫の適正飼養の普及啓発及

び、ノネコ・ノラネコ発生を防ぐ飼い

猫の避妊去勢及びマイクロチップの埋

め込み無償化事業実施 

○飼い猫の適正飼養の普及啓発及び、ノネ

コ・ノラネコ発生を防ぐ飼い猫の避妊去勢

及びマイクロチップの埋め込み無償化事

業実施 

〇飼い猫の鈴着用モデル事業開始 

    ●  

 大宜味村 
ネコの愛護及び飼養に

関する周知 
● ● ● ●  

大宜味村全

域 

ネコの愛護及びネコ条例によ

る適正飼養の周知 
チラシ配布や広報を実施予定。 チラシ配布や広報を実施予定     ●  

 
東村（建設

環境課） 

ネコの愛護及び管理に

関する周知 
● ● ● ● ● 東村全域 

ネコの愛護及び管理に関する

周知 

前年度に引き続きチラシ配布や防災無

線による広報を実施する。 

前年度に引き続きチラシ配布や防災無線に

よる広報を実施する。 
    ●  

 

NPO 法人ど

うぶつたち

の病院沖縄 

イヌおよびネコの対策 ● ● ● ● ● 
沖縄島北部

３村全域 

やんばる地域の飼い猫の適正

飼育を推進するため、関係機関

との連携や関係条例の改正に

協力する 

ノイヌ及びノネコの目撃情報を収集・

整理し、関係機関へ情報提供を行う。3

村の猫条例改正を支援する。 

ノイヌ及びノネコの目撃情報を収集・整理

し、関係機関へ情報提供を行う。3村の猫条

例改正を支援する。 

    ●  

５ 所有者のいないネ

コ・イヌの保護収

容・譲渡施設の整

備・運営 

沖縄県（動

物愛護管理

センター） 

動物愛護管理センター 

運営(費) 

動物適正飼養普及啓発

事業 

犬捕獲抑留事業 

● ● ● ● ● 

本島全域 

本島北部３村 

(国頭村、大宜味村、

東村)含む。 

 

北部３村（国頭村、大宜味村、

東村）と共働し、集落での徘徊

犬の捕獲収容及び犬猫多頭飼

育者等に対する適正飼養の指

導助言を行う。 

所有者のいない犬・猫につい

て、３村からの依頼により、収

容受入、飼養、譲渡先への引き

渡し等を実施する体制・設備を

整備、適切に実施する。 

＜やんばる地区犬猫対策協議

会＞ 

○沖縄島北部３村と共働し、集落等での

徘徊犬(野犬含む)の捕獲収容及び犬

猫多頭飼育者等に対する適正飼養の

指導助言を行った。 

 

○所有者のいない犬・猫について、北部

３村からの依頼により、収容、飼養保

管、処分等（譲渡又は殺処分）を適切

に実施した。 

 

○沖縄島北部３村と共働し、集落等での徘徊

犬(野犬含む)の捕獲収容及び犬猫多頭飼

育者等に対する適正飼養の指導助言を行

う。 

 

○所有者のいない犬・猫について、北部３村

からの依頼により、収容、飼養保管、処分

等（譲渡又は殺処分）を適切に実施する。 

 

    ●  

 
沖縄県（衛

生薬務課） 

ノイヌ・ノネコ対策事業

ノイヌ対策委託業務 
  ● ● ● 

沖縄島北部 3

村 

世界自然遺産の候補地となっ

ているやんばる地域の遺産価

値を保全するため、希少野生生

物の補食被害の脅威となるノ

イヌへの対応を行う。 

＜ノイヌ対策検討委員会＞＜

やんばる地区犬猫対策協議会

＞ 

○ノイヌが希少種に及ぼす影響及び対

人被害についての懸念が顕在化して

いることから、集中的に捕獲を実施し

た。 

○ノイヌについて継続的にモニタリン

グを行った。 

○ノイヌが希少種に及ぼす影響及び対人被

害についての懸念が顕在化していること

から、集中的に捕獲を実施する。 

○ノイヌについて継続的にモニタリングを

行う。 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室、福

祉課） 

環境保全美化推進事業 ● ● ● ● ● 国頭村全域 

村条例に基づく所有者のいな

いネコ・イヌの保護収容、譲渡

活動の実施 

○集落内の所有者のいないノラネコを

保護収容し、新たな飼い主への譲渡に

向けた活動及び強化手法の検討 

〇NPOとの連携による本事業の普及啓発 

〇所有者不明ネコの目撃情報収集強化

（村民への周知） 

○集落内の所有者のいないノラネコを保護

収容し、新たな飼い主への譲渡に向けた活

動及び強化手法の検討 

〇NPOとの連携による本事業の普及啓発 

〇所有者不明ネコの目撃情報収集強化（村民

への周知） 

    ●  

 

大宜味村 

（建設環境

課） 

環境保全・美化推進事業 ● ● ● ●  
大宜味村全

域 

地域住民や観光客の安全確保

及び野生生物（天然記念物等）

の保護を図るため野良犬・野良

猫の保護実施 

野良犬・野良猫の保護を実施予定 野良犬・野良猫の保護を実施予定     ●  

 
東村（建設

環境課） 
ネコ・イヌの保護収容 ● ● ● ● ● 東村全域 ネコ・イヌの保護収容 

所有者のいないネコ・イヌを保護収 

容する 

所有者のいないネコ・イヌを保護収 

容する 
    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

６ 飼い犬条例の徹底 

国頭村（世

界自然遺産

推進室、福

祉課） 

イヌの適正飼養周知活

動 
● ● ● ● ● 国頭村全域 

飼いイヌ条例による適正飼養

の周知、普及啓発活動を実施 

○飼いイヌの適正飼養の普及啓発 

○飼い犬への狂犬病予防注射の実施 

〇係留されていないイヌの目撃情報の

把握と適正飼養の指導 

○飼いイヌの適正飼養の普及啓発 

○飼い犬への狂犬病予防注射の実施 

〇係留されていないイヌの目撃情報の把握

と適正飼養の指導 

    ●  

 

大 宜 味 村

（建設環境

課） 

飼い犬の飼養に関する

周知 
● ● ● ● ● 

大宜味村全

域 
飼養に関する周知 

チラシ配布や防災無線による広報を実

施予定 

チラシ配布や防災無線による広報を実施予

定 
    ●  

 
東村（建設

環境課） 

飼い犬の飼養に関する

周知 
● ● ● ● ● 東村全域 飼養に関する周知 

前年度に引き続きチラシ配布や防災無

線による広報を実施する。 

前年度に引き続きチラシ配布や防災無線に

よる広報を実施する。 
    ●  

 

NPO 法人ど

うぶつたち

の病院沖縄 

イヌおよびネコの対策 ● ● ● ● ● 
沖縄島北部

３村全域 

やんばる地域の飼い犬の適正

飼育を推進するため、関係機関

との連携や関係条例の改正に

協力する 

ノイヌ及びノネコの目撃情報を収集・整

理し、関係機関へ情報提供を行う。3村

の飼い犬条例改正を支援する。 

ノイヌ及びノネコの目撃情報を収集・整理

し、関係機関へ情報提供を行う。3村の飼い

犬条例改正を支援する。 

    ●  

７ 愛玩動物の放逐防

止対策の強化 

沖縄県（自

然保護課） 

動物適正飼養普及啓発

事業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

動物愛護管理法に基づき、適正

飼養の普及啓発等を行う 

＜やんばる地区犬猫対策協

議会＞ 

県全域を対象として、犬猫適正飼養及

び犬猫遺棄防止に係る普及啓発（街頭で

の普及啓発活動、ポスター・リーフレッ

ト配布、テレビ・ラジオ CM 等）を実施

した。 

県全域を対象として、犬猫適正飼養及び犬

猫遺棄防止に係る普及啓発（街頭での普及啓

発活動、ポスター・リーフレット配布、テレ

ビ・ラジオ CM等）を実施する。 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室、福

祉課） 

捨て猫・捨てイヌ防止対

策 
 ● ● ● ● 国頭村全域 

遺棄されたネコ・イヌが野生化

し、希少種の捕食被害を防止す

るため遺棄防止対策により普

及啓発を図る 

○ＧＷ期間中、道の駅において、チラシ

配布、ノボリ掲揚、横断幕を用いて、

啓発を図った。 

〇目撃情報の収集・把握強化 

○普及効果の高い時期・場所にてチラシ配

布、ノボリ掲揚、横断幕により啓発促進 

〇目撃情報の収集・把握強化 

    ●  

 大宜味村           ●      

 東村           ●      

                  

※平成 29年度までに事業が完了した事業は上表からは除外 
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

３）希少種への人為的影響の防止          ２ ０ ０ ０ 18 １ 

１ 希少野生動物の交

通事故等の対策強

化 

環境省 

・ロードキル発生防止に

関する連絡会議開催 

・ストップ！ロードキル

運動の実施 

● ● ● ● ● 
沖縄島北部 3

村全域 

希少野生動物の交通事故発生

リスクが高い場所の周知、標識

の設置、チラシ配布やロードキ

ル発生防止キャンペーン実施

等による普及啓発により事故

の発生を減少させる。 

＜ロードキル発生防止に関す

る連絡会議＞ 

○追加的に必要な対策と区域を検討、役

割分担を調整。 

○ロードキル対策の方針の整理、評価方

法の整理 

○事故情報のデータベース化 

○三村役場や地域拠点施設の協力による事

故情報の共有 

○事故が起きやすい地点での看板設置 

○観光拠点施設（道の駅等）やレンタカー会

社の協力によるチラシ等の配布 

○業界団体を通じた安全運転（スピードダウ

ン）の呼びかけ 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室） 

ロードキル防止対策業

務 
● ● ● ● ● 重点区間 

車利用の多い全観光拠点施設

における注意喚起徹底に向け、

ヤンバルクイナ等のロードキ

ル防止にかかる普及啓発 

〇チラシ配布等によるロードキル防止

の普及啓発 

〇チラシ配布等によるロードキル防止の普

及啓発 
    ●  

 
東村（教育

委員会） 

ロードキル防止対策事

業 
● ● ● ● ● 東村 

・東村立山と水の生活博物館に

てロードキル防止チラシ配

布と注意喚起の映像を放映。 

・ロードキル防止用道路標識の

設置 

・東村立山と水の生活博物館にてロード

キル防止のチラシ配布と注意喚起の

映像を放映、パネル展示の常設 

・東村立山と水の生活博物館にてロードキル

防止のチラシ配布と注意喚起の映像を放

映、パネル展示の常設 

    ●  

 林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 
沖縄島北部

国有林 

ヤンバルクイナ交通事故防止

キャンペーンに参加し、本キャ

ンペーンを通じて、やんばるに

おける安全運転の注意喚起を

行う。 

○ヤンバルクイナ交通事故防止キャン

ペーンへの参加（今年度中止） 

○森と湖に親しむ旬間の取組みである各市

町村で行われるダムまつりにおいて、ロー

ドキル防止チラシ配付を行う。 

    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 

野生生物の保全・保護事

業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

県内に生息する希少な野生動

植物の保護を図るため次に挙

げる事項に取り組む。 

・自然環境保全の指針策定 

・「レッドデータおきなわ」の

普及啓発 

〈ヤンバルクイナ保護増殖事

業 WG〉 

〈やんばる希少野生生物保護

増殖検討会〉 

自然保護、道路管理等に関係する機関と

連携をとり、北部地域を訪れる行楽者や

地域住民に、野生動物の交通事故防止の

ための安全運転について注意喚起を実

施。（今年度は中止となった） 

自然保護、道路管理等に関係する機関と連携

をとり、北部地域を訪れる行楽者や地域住民

に、野生動物の交通事故防止のための安全運

転について注意喚起を実施。 

    ●  

 
沖縄県（道

路管理課） 

うちなーロードセーフ

ティー事業 
● ● ● ● ● 

やんばる地

域 

やんばる地域において、生物に 

ふさわしい環境で生息するた

めの道路環境の改善を行い、ロ

ードキル防止、道路利用者の走

行に対する安心感を確保する

ための対策を行う。 

ヤンバルクイナ等のロードキル対策

について、モニタリング調査、対策工事

を実施した。 

ヤンバルクイナ等のロードキル対策につ

いて、モニタリング調査、対策工事を実施す

る。 

    ●  

 

NPO やんば

る地域活性

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、

国頭村（世

界自然遺産

推進室） 

クイナ型看板設置 ● ● ● ●  国頭村全域 
ロードキル防止のクイナ型看

板設置、交通事故防止呼びかけ 
〇クイナ型看板の維持補修 〇クイナ型看板の維持補修     ●  

 大宜味村           ●      
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

２ 希少野生動物の傷

病個体の救護体制

の確保 

環境省 
希少野生動物の傷病個

体の救護事業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域 

沖縄島北部の希少野生動物の

傷病個体を救護し、野生復帰を

図るとともに、傷病・死亡要因

について究明する。 

（他事業にて CSR活動との連携） 
○他機関、NPOとの連携による傷病救護、傷

病・死因要因の解析 
    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 
傷病鳥獣救護委託事業 ● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

鳥獣保護活動の一環として、傷

病野生鳥獣の救護を実施する 

委託事業にて、傷病野生鳥獣の救護を行

った。 
委託事業にて、傷病野生鳥獣の救護を行う。     ●  

 

NPO 法人ど

うぶつたち

の病院沖縄 

野生動物の傷病救護・死

因検索 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村全域 

沖縄島北部地域において発生

する野生動物の傷病救護活動

を実施。救護原因や死因の究明

から対策の立案し提言をおこ

なう。 

ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ケナガネ

ズミ等の救護活動を実施。そのうちヤン

バルクイナだけでも年間約 20 件の交通

事故事例に関して調査を実施。また、外

来種による捕食状況の調査を実施して

いる。これらについては関係機関への情

報共有を図り対策を提言している 

ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ケナガネズミ

等の希少種の救護活動及び死因検索を実施

する。これら結果について関係機関との情報

共有を図り、対策を提言する 

    ●  

３ 希少野生動植物の

密猟・盗採防止対策

と強化 

環境省 

国立公園における希少

種等密猟・盗採防止のた

めの巡視 

● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域の林

道 

核心的な森林へアプローチす

る林道を中心として、野生動植

物の密猟・盗採防止のためのパ

トロールを実施する。市町村や

地元団体、警察など、様々な主

体と連携しながら取り組む。 

○林道調査の実施 ○林道調査の実施     ●  

 環境省 

国立公園における希少

種等密猟防止のための

関係機関との連携 

● ● ● ● ● 
沖縄島北部 3

村全域 

希少野生動植物の密猟を防止

するため、関係機関との情報共

有のための会議を開催する。ま

た、関係機関との合同パトロー

ルも実施する。 

＜ヤンバルテナガコガネ等密

猟防止協議会＞ 

○合同パトロールの実施 
○関係機関との情報共有のための会議の開

催及び合同パトロールの実施 
    ●  

 林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 
沖縄島北部

国有林 

定期的に巡視を行い、許可・無

許可により入林している者に

対して確認・注意を行い密猟・

盗採の防止を図る。 

また、ヤンバルテナガコガネに

ついては、関係機関と密猟防止

の夜間パトロールを行い、その

防止を図る。 

○許可により入林している者について

は、許可申請内容についての確認・報

告を実施。 

○無許可により入林している者につい

ては、その動向の確認と許可申請の必

要性を説明。 

○ヤンバルテナガコガネ密猟防止につ

いては、関係機関と夜間パトロールを

行い、密猟防止の啓蒙活動を実施。 

○届出により入林している者については、届

出等の確認、及び無届者については、届出

のルールを説明する。 

○ヤンバルテナガコガネ密猟防止について

は、関係機関と夜間パトロールを行い密猟

防止の啓蒙活動を実施する。 

○密猟防止対策の検討を進めるため、試行的

に自動撮影カメラを設置。 

○届出や密猟防止対策等のため、巡視の実

施、看板を設置等して記録・指導・周知す

る。 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 
沖縄県（自

然保護課） 

野生生物の保全・保護事

業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

県内に生息する希少な野生動

植物の保護を図るため次に挙

げる事項に取り組む。 

・自然環境保全の指針策定 

・「レッドデータおきなわ」の

普及啓発 

〈やんばる希少野生生物保護

増殖検討会〉 

〈ヤンバルテナガコガネ等密

猟防止協議会〉 

 

○自然環境保全の指針策定に向けては、

H30 年度は沖縄本島 4 地域、八重山 7

地域の調査を実施した。 

○生物多様性保全利用指針 OKINAWA（沖

縄本島編暫定版）を策定した。 

○関係機関との情報共有を図りながら、

密猟防止の対策強化に取り組んだ。 

○自然環境保全の指針策定に向けては、R1

年度は八重山 11 地域、宮古２地域を調査

予定である。 

○生物多様性保全利用指針 OKINAWA（八重山

編暫定版）を策定する。 

○今後も関係機関との情報共有を密にしな

がら、密猟防止の対策強化に取り組む。 

    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 

希少野生生物密猟・盗採

防止対策 
  ● ● ● 沖縄島北部 

希少野生生物の密猟・盗採防止

強化のため、森林内パトロー

ル、林道夜間通行止めの実証実

験等を実施する。 

○密猟防止強化策の一環として、警察等

と連携し、密猟者の摘発を目的とする

合同パトロールを実施した。 

○国頭村の森林内における密猟盗採防止に

係るパトロール事業（新規）を実施 

○国頭村内の林道夜間通行止め実証実験を

実施 

○密猟者の摘発を目的とする合同パトロー

ルを警察等と連携して実施 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室、経

済課） 

村営林道の夜間通行規

制及び巡視 
● ● ● ● ● 

国頭村営林

道 

希少種の密猟・盗採防止のた

め、村営林道の夜間通行規制及

び巡視を実施 

○国頭村林道管理要領による夜間通行

規制及び夜間パトロールの実施 

○通行許可基準の必要性の検討 

〇夜間パトロールの強化手法検討 

○国頭村林道管理要領による夜間通行規制

及び夜間パトロールの実施 

○通行許可基準の必要性の検討 

〇カメラ設置等による夜間パトロールの強

化手法検討 

    ●  

 大宜味村           ●      

 
東村（教育

委員会） 

希少野生動植物の密

猟・盗採防止 
● ● ● ● ● 東村 

希少野生動植物の密猟・盗採防

止パトロール 

○ノグチゲラ保護監視員による希少野

生動植物の密猟・盗採防止パトロール

の実施。博物館にてポスターの掲示。 

○ノグチゲラ保護監視員による希少野生動

植物の密猟・盗採防止パトロールの実施。

博物館にてポスターの掲示。 

    ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

林道の巡視 ● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林・里山研究

園） 

与那フィールドの内部や外周

で定期的に林道の巡視を実施

し、密猟や盗採を予防する。 

○無断入山者への注意指導 

○注意喚起用の看板と標柱を設置 

○無断入山者への注意指導 

○密猟者や盗採者への適切な対応 
    ●  

                  

※平成 29年度までに事業が完了した事業は上表からは除外 
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

４）緩衝地帯等における産業との調和          ２ １ ０ ０ 18 １ 

１ やんばる型森林業

の推進 

沖縄県（森

林管理課） 

環境共生型森林利用事

業 
● ● ● ● ● 

国頭村､大宜

味村､東村 

沖縄島北部の森林においては、

自然環境の保全と環境に配慮

した利活用として、持続可能な

循環型｢林業･林産業｣と環境調

和型｢自然体験活動｣を組み合

わせた｢やんばる型森林業｣を

推進していく。 

○環境保全に配慮した伐採手法の検討

や、早生樹種や造成未利用地の有効活

用、県産木材のブランド化、森林ツー

リズムの推進等に取り組んだ。 

○また、IUCN からの指摘事項に対する

対応等を踏まえ、利用区分の再編案を 

 作成した。 

○環境保全に配慮した伐採手法の検討や、早

生樹種や造成未利用地の有効活用、県産木

材のブランド化、森林ツーリズムの推進等

に取り組む。 

○平成 30 年度に作成した利用区分の再編案

について、関係機関への照会等を踏まえ、

再編を完了する。 

    ●  

 

国頭村（経

済課） 

 

国頭村森林

組合 

村有林立木売買に伴う

伐採作業 
● ● ● ● ● 国頭村全域 

立木売買に伴う伐採作業の実

施にあたり、「やんばる型森林

業の推進」施策方針を参考に実

施している 

○伐採面積の制限（5ha未満） 

○伐採時期の制限（3～6月の伐採回避） 

○自然環境に配慮した伐採箇所、範囲の

設定 

○架線集材の実施 

○伐採面積の制限（5ha未満） 

○伐採時期の制限（3～6月の伐採回避） 

○自然環境に配慮した適切な伐採箇所、範

囲、手法の設定 

    ●  

 
東村（農林

水産課） 
森林環境保全事業 ● ● ● ● ● 慶佐次地域 

適切な森林施業が確実に行わ

れる仕組みを整えることによ

り林業生産活動等が継続的に

実施される仕組みを作り上げ

ることを目指しています。（対

象樹木 クヌギ） 

保育（下刈り） 保育（下刈り）     ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

種苗生産・実験的植栽 ● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林・里山研究

園） 

今後やんばる地域で造林樹種

として期待される樹種の苗木

生産や、実験的な植栽に取り組

む。 

○モッコクの小面積植栽 

○有用樹の苗木生産 

○与那フィールド内のイスノキ人工林

ならびに県営林のリュウキュウマツ

人工林を調査 

○有用樹の実験的植栽 

○有用樹の苗木生産 

○人工林の管理指針づくりに向けた調査研

究の継続 

    ●  

２ 野生鳥獣の保護管

理及び地域社会と

の共存 

沖縄県（自

然保護課） 

鳥獣保護思想に係る普

及啓発 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

愛鳥週間等を通して鳥獣保護

思想の普及啓発を図る。 

県内各地にて行われる愛鳥週間関連行

事をとりまとめて情報発信を行い、ポス

ターコンクールを実施した。 

県内各地にて行われる愛鳥週間関連行事を

とりまとめて情報発信を行い、ポスターコン

クールを実施する。 

    ●  

 
沖縄県（営

農支援課） 

鳥獣被害防止総合対策

事業 
● ● ● ● ● 

本島北部を

含む県全域 

鳥獣による農作物被害を軽減

させるため、営農的対策として

講演会等による被害防止対策

技術の普及、有害鳥獣の捕獲や

被害防止施設等の整備を行う。 

＜沖縄本島北部地区野生鳥獣

被害対策協議会＞ 

＜国頭村有害鳥獣対策協議会

＞ 

＜大宜味村鳥獣被害防止対策

協議会＞ 

○広域的な追い払い活動の実施、銃器、

捕獲箱等による有害鳥獣の捕獲 

 

○防鳥ネット施設、侵入防止柵の整備 

 

○鳥獣被害軽減実証展示圃の設置、鳥獣

被害対策講習会の開催 

引き続き、以下のことに取り組む。 

○広域的な追い払い活動の実施、銃器、捕獲

箱等による有害鳥獣の捕獲 

 

○防鳥ネット施設、侵入防止柵の整備 

 

○鳥獣被害軽減実証展示圃の設置、鳥獣被害

対策講習会の開催 

    ●  

 
国頭村（経

済課） 
カラスの駆除対策 ● ● ● ● ● 国頭村全域 

カラスによるかんきつ類など

の農業被害及び希少種への被

害に伴い、地域社会と鳥獣との

棲み分けを図る 

○カラスによる農業被害及び希少種被

害に伴う駆除の実施 

○カラスによる農業被害及び希少種被害に

伴う駆除の実施 
    ●  

 

大宜味村 

（産業振興

課） 

鳥獣被害防止総合支援

事業 
● ● ● ● ● 

大宜味村全

域 

近年鳥獣による農作物への被

害が深刻化しており、それに伴

う農家の営農意欲の低下、耕作

放棄地の増加を防ぐ。 

有害鳥獣捕獲、侵入防止柵設置 有害鳥獣捕獲、侵入防止柵設置     ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 
東村（農林

水産課） 
有害鳥獣被害防止事業 ● ● ● ● ● 東村全域 

有害鳥獣による農作物被害を

防ぐため、有害鳥獣の捕獲や、

被害防止施設等の整備を行う。 

・銃器、捕獲箱等による有害鳥獣の捕獲。 

・鳥獣被害施設の資材費への補助金を交

付する。 

・鳥獣害対策実証展示圃の設置。 

・銃器、捕獲箱等による有害鳥獣の捕獲。 

・鳥獣被害施設の資材費への補助金を交付す

る。 

・鳥獣害対策実証展示圃の設置。 

    ●  

３ 自然共生型農業の

推進 
沖縄県 ―          ●      

 

国頭村（経

済課、教育

課等） 

ＪＡ国頭 

自然共生型農業の推奨 ● ● ● ● ● 国頭村全域 

土づくり等の環境負担を軽減

する持続的な自然共存型農業

を推奨し、農作物の付加価値向

上を図る。 

○病害虫等防除に必要な薬剤を基準以

下に抑えるため、土壌検診を推奨し、

分析結果に基づき、土づくり指導及び

講習会を実施 

〇特別天然記念物ノグチゲラによる柑

橘類への食害と、保護網への羅網によ

るノグチゲラの滅失防止対策調査の

実施 

○病害虫等防除に必要な薬剤を基準以下に

抑えるため、土壌検診を推奨し、分析結果

に基づき、土づくり指導及び講習会を実施 

〇特別天然記念物ノグチゲラによる柑橘類

への食害と、保護網への羅網によるノグチ

ゲラの滅失防止対策調査の実施 

    ●  

 大宜味村           ●      

 
東村（農林

水産課） 
土づくり推進事業 ● ● ● ● ● 東村全域 

持続可能な農業を推進するた

め土づくり推進事業として有

機質肥料の購入に対し 50％の

補助を行っている 

・土づくり推進事業として有機質肥料の

購入に対し 50％の補助を行う。 

・土づくり推進事業として有機質肥料の購入

に対し 50％の補助を行う。 
    ●  

４ 赤土等流出防止対

策の推進 

沖縄県（環

境保全課） 

赤土等流出防止対策推

進事業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村全域を

含む沖縄県

全域 

○沖縄県赤土等流出防止条例の

運用に関すること。 

＜沖縄県赤土等流出防止対策

協議会＞ 

○事業行為届出書・通知書の審査を実施

し適宜立入調査や行政指導を実施し

た。 

○沖縄県赤土等流出防止対策基本計画、

沖縄県赤土等流出防止対策行動計画

に基づき、関係部局と連携しながら、

流出の抑制に努めた。 

○事業行為届出書・通知書の審査を実施し適

宜立入調査や行政指導を実施する。 

○沖縄県赤土等流出防止対策基本計画、沖縄

県赤土等流出防止対策行動計画に基づき、

関係部局と連携しながら、流出の抑制に努

める。 

    ●  

  
赤土等流出防止海域モ

ニタリング事業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村全域を

含む沖縄県

全域 

○赤土等流出防止条例等の効

果の検証のため、海域における

赤土等の堆積状況をモニタリ

ングする。 

○県内 28海域の調査を実施した。 
○県内 28 海域のモニタリング調査を実施す

る予定。 
    ●  

  
赤土等流出防止活動支

援事業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村全域を

含む沖縄県

全域 

○赤土等流出防止活動を行う団

体を支援する。 

○赤土等流出防止に係る環境

教育を実施する。 

○４団体に補助金を交付し、啓発活動 8

件、流出源対策 19件を実施した。また、

委託業務においては、13 件の環境教育

を実施した。 

○６団体に補助金を交付し、啓発活動 10件、

流出源対策 20 件を実施する予定。また、

委託業務においては、13 件の環境教育を

実施する予定。 

    ●  

 
沖縄県（営

農支援課） 

赤土等流出防止営農対

策促進事業 
● ● ● ● ● 

大宜味村、東

村を含む県

内１０市町

村 

赤土等流出の８割を占める農

地からの赤土等流出防止対策

を促進するため、対策を支援す

る企業・サポーター等と地域協

議会を繋ぐ農業環境コーディ

ネーターの活動を支援すると

ともに、地域協議会の対策資金

や労働力を確保するための手

法を確立し、持続的な赤土等流

出防止体制の構築を図る。 

＜大宜味村赤土等流出防止対

策協議会＞ 

＜東村赤土等流出防止対策地

域協議会＞ 

○赤土等流出防止対策に取り組んでい

る地域協議会の活動を支援した。 

○活動資金の確保に向け、効果的な寄附

モデルのテストを実施した。 

○赤土等流出防止営農対策に係る試験

研究を実施した。 

引き続き、以下のことに取り組む。 

○赤土等流出防止対策に取り組んでいる地

域協議会の活動を支援する。 

 

○赤土等流出防止活動に関する普及啓発活

動を実施する。 

 

○赤土等流出防止営農対策に係る試験研究

を実施する。 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 

大宜味村 

（産業振興

課） 

赤土等流出防止営農対

策促進事業 

 

● ● ● ● ● 

大宜味村全

域 

 

・赤土等流出源の８割を占める

農地からの流出防止対策を促

進する。 

・グリーンベルト設置、緑肥・マルチ資

材交付、心土破砕、普及啓発 

・グリーンベルト設置、緑肥・マルチ資材交

付、心土破砕、普及啓発 
    ●  

 
東村（建設

環境課） 

沖縄の自然環境保全に

配慮した農業活性化支

援事業 

● ● ● ● ● 東村全域 

赤土等流出防止対策を支援す

る団体及び農家と地域協議会

を繋ぐ環境コーディネーター

を育成し、赤土流出防止効果の

高いマルチ事業やグリーンベ

ルトの増殖・植え付け体制を構

築し営農的対策の促進を図る。

（東村赤土等流出防止対策地

域協議会） 

・マルチング（マルチシート配付等） 

・グリーンベルト（ベチバー植え付け） 

・緑肥（畑面植生） 

・マルチング（マルチシート配付等） 

・グリーンベルト（ベチバー植え付け） 

・緑肥（畑面植生） 

    ●  

 

国頭村（建

設課、福祉

課） 

対象事業行為の確認、パ

トロールの実施 
● ● ● ● ● 国頭村全域 

県条例の規定に基づく対象事

業行為に対し、環境保全を施

し、自然環境の保全を図る 

＜村事業執行担当者会議＞ 

○対象事業行為（切土、盛土、床掘）の

届出 

○豪雨時等におけるパトロール 

○対象事業行為（切土、盛土、床掘）の届出 

○豪雨時等におけるパトロール 
    ●  

 

大宜味村 

（産業振興

課） 

水質保全対策事業     ● 
大宜味村全

域 

赤土流出防止対策のハード整

備 
県事業として要望中 県事業として要望中  ●     

                  

※平成 29年度までに事業が完了した事業は上表からは除外 
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

５）適切な観光管理の実現          ４ ６ ０ ４ 25 17 

１ 沖縄島北部におけ

る持続的観光マス

タープランによる

持続的観光の推進 

沖縄県（自

然保護課） 

持続的観光マスタープ

ラン策定事業 
  ● ●  

沖縄島北部

３村 

世界自然遺産やんばるにおけ

る観光利用の在り方や方針を

示す包括的な持続的観光マス

タープランを策定する。 

＜持続的観光マスタープラン

策定作業部会＞ 

地域関係者や観光関連団体等との協

議を踏まえ、沖縄島北部における持続的

観光マスタープランの素案を作成した。 

昨年度作成した素案を元に、地元関係者や

観光関連団体等との協議を踏まえ、具体的な

実施内容などを検討しながら、持続的観光マ

スタープランを策定する。 

    ●  

 

国頭村（企

画商工観光

課） 

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針１） 

「やんばる学」に関する

村民向け普及啓発事業 

   ● ● 国頭村 

村民が地域の価値を知ること

で、地元に誇りと関心をもって

もらうため、自然、くらし、文

化等に関する普及啓発活動を

実施する 

― 
○村民を対象としたシンポジウムにて、研究

者による講演会を実施 
 ●     

 
沖縄県（自

然保護課） 

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針２） 

世界自然遺産地域振興

モデル事業 

    ● 
沖縄島北部

３村 

世界自然遺産ブランドを沖縄

島北部３村の特産物に付与す

るブランド発信方法を検討す

る 

― 
○次年度以降の事業実施に向け、詳細を関係

者で協議・検討する 
 ●     

 
東村（農林

水産課） 

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針２） 

東村の「地域ブランド」

に係る取組と戦略検討

及び知財利活用の可能

性の検討 

  ● ● ● 東村 

東村の特産品であるゴールド

バレルパインの商標登録を行

うとともに、「世界遺産」地域

で育てたという付加価値を付

与するための検討を行う 

＜東村ゴールドバレル研究

会・東村ゴールドバレルブラン

ド育成協議会＞ 

○地域産品であるゴールドバレルを用

いた地域活性化に係る分析及びゴー

ルドバレルの域外展開可能性の分析 

○ゴールドバレルの商標登録をめざして、東

村ゴールドバレルブランド育成協議会の

活動を推進する。 

    ●  

 

沖縄県（自

然保護課）

国頭村 (企

画商工観光

課) 

国頭村観光

協会 

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針４） 

国頭村における遺産周

辺地域計画誘導モデル

事業 

    ● 
沖縄島北部

３村 

○周辺部での文化、歴史、第一

次産業等の資源を活用した観

光メニューの検討・実施 

― ―  ●     

 

沖縄県（自

然保護課）・ 

大宜味村観

光協会 

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針４） 

大宜味村における遺産

周辺地域計画誘導モデ

ル事業 

   ● ● 大宜味村 

○世界自然遺産の入口施設と

しての情報発信の方策検討

及び施設を訪れる観光客の

計画的誘導の検討・実施 

○集落散策等による周辺地域

の利用を促進する人材育成 

○村内の観光資源に係る情報

整理を行う 

― 
○次年度以降の事業実施に向け、事業計画を

策定する。 
 ●     

 

沖縄県（自

然保護課）・ 

東村観光推

進協議会 

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針４） 

東村における遺産周辺

地域計画誘導モデル事

業 

   ● ● 東村 

○特定の自然観光資源の利用

集中を避け、利用分散を図る

ためのツアー商品開発 

○村内の観光資源に係る情報

整理を行う 

― 
○次年度以降の事業実施に向け、事業計画を

策定する。 
 ●     
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 

沖縄県（自

然保護課） 

国頭村 (企

画商工観光

課) 

国頭村観光

協会 

大宜味村観

光協会 

東村観光推

進協議会 

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針５） 

持続的観光を担う人材

育成・組織運営強化モデ

ル事業 

    ● 
沖縄島北部

３村 

周辺地域計画誘導及び推薦地

来訪者管理の担い手育成、自立

可能な組織運営能力の強化、３

村連携の強化支援を行う。 

― 
○次年度以降の事業実施に向け、詳細を関係

者で協議・検討する 
 ●     

２ 体験・滞在・交流に

よる観光スタイル

の確立 

沖縄県 ―          ●      

 

国頭村（企

画商工観光

課） 

観光協会ほ

か民間団体 

民泊等受入事業 ● ● ● ● ● 国頭村全域 

農村と都市との関わり、自然と

の変わり等、環境教育をメイン

とした体験プログラムを提供 

○農業体験 

○文化体験 

○交流体験 

 

○農業体験 

○文化体験 

○交流体験 

○茨城県境町の児童研修受入 

○森林環境学習体験（林業体験等） 

    ●  

 

ユナムンダ

ク マ 協 議

会、謝敷区 

集落散策事業 ● ● ● ● ● 
与那地域、 

謝敷区 

民泊・集落散策を受入、体験滞

在、交流型観光振興を図る 

農村と都市との関わり等、体験

プログラムを提供 

○集落散策 

○文化体験 

○交流体験 

○集落散策 

○文化体験 

○交流体験 

    ●  

 

国頭村（企

画商工観光

課）大宜味

村（企画観

光課）東村

（企画観光

課）国頭村

観光協会、

おおぎみま

るごとツー

リ ズ ム 協

会、東村観

光推進協議

会 

やんばる交流推進連絡

協議会 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村 

都心部からの交流を推進する

ことにより３村の地域活性化

を図るため、特産品の PR活動、

観光に関する事業等を行う 

＜やんばる交流推進連絡協議

会＞ 

民泊の受入、県内外へのイベント参加 民泊の受入、県内外へのイベント参加     ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 

東村（企画

観光課） 

 

東村観光推

進協議会 

 

東村第２次観光振興計

画の推進 
● ● ● ● ● 東村全域 

・「ひと・むら・自然が共生す

る 未来に輝く農村をめざし

て」をキャッチフレーズに、

エコツーリズム・グリーンツ

ーリズム（農家民泊）・ブル

ーツーリズム等の地域資源

を活用した持続可能な事業

の推進を図る。 

・世界自然遺産登録を想定し

て、新たな方向性の設定、施策

の基本方向などを「東村第２次

観光振興計画」のなかで位置づ

けた。 

・民泊 

・福地ダムを使ったエコツーリズムの商

品化（現地踏査、モニターツアーの実

施） 

・民泊 

・福地ダムを使ったエコツーリズムの商品化

（現地踏査、モニターツアーの実施） 

    ●  

 
東村観光推

進協議会 

東村観光推進協議会戦

略会議 
● ● ● ● ● 東村 

限られた財源や人員等の経営

資源の重点化・効率化を図り、

将来のビジョンを見据えて協

議会運営を戦略的に推進する

ため、東村観光推進協議会戦略

会議を設置した。 

＜東村観光推進協議会＞ 

東村観光推進協議会戦略会議の開催 東村観光推進協議会戦略会議の開催     ●  

３ 森林ツーリズムの

推進体制の構築 

沖縄県（森

林管理課） 

やんばる型森林ツーリ

ズム支援事業 
  ● ● ● 

国頭村､大宜

味村､東村 

前身事業である「やんばる型森

林ツーリズム推進体制構築事

業」により策定した、全体構想

で定めた各種制度等を、やんば

る３村世界自然遺産推進協議

会（国頭村、大宜味村、東村な

ど）が実施し、その支援を行う。 

全体構想の運用に向けて、３村の行う

下記の活動への支援を行った。 

○ガイド養成に向けたテキスト作成 

○講習会の開催 

○モニタリングの実施 

○プロモーション活動の実施 

全体構想の運用に向けて、３村の行う下記

の活動への支援を行う。 

○講習会の開催 

○モニタリングの実施 

○プロモーション活動の実施 

〇持続可能な組織作りの検討 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室・企

画商工観光

課）、大宜味

村（企画観

光課）、東村

（企画観光

課） 

やんばる型森林ツーリ

ズム推進事業 

（※国庫補助及び県拠

出事業） 

  ● ● ● 
３村の特定

フィールド 

沖縄県策定の「森林ツーリズム

推進全体構想」にもとづき、フ

ィールド毎に利用ルールやガ

イド制度の仕組みを具体化し

た上で運用・検証し、やんばる

の森の適切な利活用を目指す

ものである。＜３村世界自然遺

産推進協議会（３村森林ツーリ

ズム部会）＞ 

○やんばる３村森林ツーリズム部会の

立上げ 

○共通ルール、フィールドルール、ガイ

ド制度の運用開始及び各フィールド

におけるモニタリング手法の具体的

な検討 

○ガイド制度に基づくガイド登録・認定

のためのテキスト作成及び講習会の

開催 

○ガイド制度及び各種ルールの普及啓

発（ホームページ作成） 

○共通ルール、フィールドルール、ガイド制

度の運用開始及び各フィールドにおける

モニタリング手法の決定 

○ガイド制度に基づくガイド登録・認定のた

めのテキスト改善及び講習会の開催 

○ホームページを活用したガイドの紹介、観

光客に向けたルール等の普及啓発 

〇３村における条例制定検討 

    ●  

 

大宜味村 

（企画観光

課） 

やんばる３村森林ツー

リズム推進全体構想業

務 

  ● ● ● 大宜味村 

大宜味村内においてやんばる

森林ツーリズム推進全体構想

を運用することを目的として

業務委託をおこなう。 

○大宜味村内においてやんばる森林ツ

ーリズム推進全体構想を運用するこ

とを目的として業務委託をおこなっ

ている。 

○大宜味村内においてやんばる森林ツーリ

ズム推進全体構想を運用することを目的

として業務委託をおこなっている。 

    ●  

 

東村（企画

観光課） 

東村観光推

進協議会 

やんばる型森林ツーリ

ズム推進体制構築業務 
● ● ● ● ● 東村 

東村森林ツーリズム検討委員

会 

○ガイド制度や利用ルールの運用のた

めの検討 

○ガイド制度や利用ルールの運用のための

検討 
    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

４ フィールドの適切

な利用コントロー

ルの実施及び利用

ルールの設定・遵守 

環境省、林

野庁、沖縄

県、各村、

地元関係団

体、県警等 

沖縄島北部における道

路全体の管理の強化 
     

沖縄島北部 3

村 

関係行政機関や道路管理者、警

察等が協議する場において、遺

産価値の維持や持続的な利用

の観点から、沖縄島北部におけ

る道路全体の管理のあり方に

ついて協議・検討し、効果的な

道路の利用コントロールを実

施していく。 

○沖縄島北部における効果的な道路の

管理について協議・検討 

○推薦地の管理機関や県道等の道路管理者、

警察等が協議する場において、夜間通行規

制等を含む沖縄島北部における効果的な

道路の管理について協議・検討 

●      

 沖縄県 
県営林道の利用状況調

査 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村 

適切な利用のコントロールを

行うため、県営林道の利用状況

調査を実施し、世界自然遺産登

録前後での利用状況について

把握する。 

ＧＷ期間等通行量の増加が見込まれ

る期間を中心に、主要な県営林道におけ

る通行量調査を実施した（５月、８月）。 

前年度から継続して、ＧＷ期間等通行量の

増加が見込まれる期間を中心に、主要な県営

林道における通行量調査を実施する。 

    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 

事業者間による保全利

用協定締結の促進事業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

 適正な環境保全と利用に関

するルールとしての保全利用

協定の締結の推進。 

保全利用協定について県 HPなどを活

用して普及啓発を図るとともに、同協

定に係る申請などに関して適切に支援

（助言など）を行った。 

保全利用協定について県 HPなどを活用し

て普及啓発を図るとともに、同協定に係る

申請などに関して適切に支援（助言など）

を行う。 

    ●  

 

やんばるエ

コツーリズ

ム研究所 

伊部岳地区保全利用協

定 
● ● ● ● ● 安田地域 

環境保全型自然体験活動を行

う事業者の適正な保全と利用

を自主的に策定、沖縄県と利用

協定を締結し、普及啓発を図る 

○保全利用協定に基づく伊部岳のオキ

ナワウラジロガシ巨木までの登山ツ

アー 

○保全利用協定に基づく伊部岳のオキナワ

ウラジロガシ巨木までの登山ツアー 
    ●  

 

国頭村（経

済課、世界

自然遺産推

進室） 

村営林道の夜間通行規

制 
● ● ● ● ● 

国頭村営林

道 

希少種の密猟・盗採防止のた

め、村営林道の夜間通行規制を

実施 

○国頭村林道管理要領による夜間通行

規制の実施 

〇夜間パトロールの強化手法検討 

○国頭村林道管理要領による夜間通行規制

の実施 

〇夜間パトロールの強化手法検討 

    ●  

 

国頭村（企

画商工観光

課、世界自

然遺産推進

室） 

国頭らしい景観形成事

業 
● ● ● ● ● 国頭村全域 

良好な自然景観の保全と良好

な集落景観の保全・促進のた

め、豊かな“自然”だけではな

く“歴史・文化”及び“くらし”

を含めた国頭らしい景観を保

全する。 

                   

○景観ガイドラインの作成 

○景観重点地区の検討・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施 

○景観条例の制定 

○景観審議会の開催       

                   

○景観条例の施行 

○景観計画及び景観ガイドラインに関する

住民周知（建築物や工作物等について景観

に配慮した高さや色彩の採用を周知徹底、

国頭らしい景観の形成に対する理解醸成） 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室・企

画商工観光

課）、大宜味

村（企画観

光課）、東村

（企画観光

課） 

やんばる３村ルールブ

ックの作成及び適切な

利用に係る普及啓発 

  ● ● ● 
沖縄島北部 3

村 

世界自然遺産登録に向けて、３

村利用者の受け入れ体制を強

化するため、ルールブックを作

成し、普及啓発を図ることで、

適切な利用を促進する。＜３村

世界自然遺産推進協議会＞ 

○やんばる３村ルールブックの作成 

○村民の問題意識の収集 

○やんばる３村ルールブックの簡易版作成

による普及啓発の強化 

○村民の問題意識の収集及びルールブック

の内容改善 

    ●  

 
東村（企画

観光課） 

東村観光推進協議会組

織強化事業 
● ● ● ● ● 東村 

慶佐次湾のヒルギ林周辺環境

への負担軽減を図るため、観光

利用ルールなどを位置づけた。 

○慶佐次湾の利用ルールの運用とその

改善に向けた検討 

○慶佐次湾の利用ルールの運用とその改善

に向けた検討 
    ●  

５ 利用の質の向上に

向けた取組の強化 
環境省 

（管理運営計画の策

定・再掲） 
● ● ● ● ● 

やんばる国

立公園 

やんばる国立公園管理運営計

画の策定 

管理運営計画の策定に向けた情報整理

及び意見交換会等の実施 
管理運営計画の検討    ●   

 沖縄県 ―          ●      
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室・企

画商工観光

課）、大宜味

村（企画観

光課）、東村

（企画観光

課） 

やんばる型森林ツーリ

ズム推進事業 

（※国庫補助及び県拠

出事業） 

【再掲】 

  ● ● ● 
３村の特定

フィールド 

沖縄県策定の「森林ツーリズム

推進全体構想」にもとづき、フ

ィールド毎に利用ルールやガ

イド制度の仕組みを具体化し

た上で運用・検証し、やんばる

の森の適切な利活用を目指す

ものである。＜３村世界自然遺

産推進協議会（３村森林ツーリ

ズム部会）＞ 

○やんばる３村森林ツーリズム部会の

立上げ 

○共通ルール、フィールドルール、ガイ

ド制度の運用開始及び各フィールド

におけるモニタリング手法の具体的

な検討 

○ガイド制度に基づくガイド登録・認定

のためのテキスト作成及び講習会の

開催 

○ガイド制度及び各種ルールの普及啓

発（ホームページ作成） 

○共通ルール、フィールドルール、ガイド制

度の運用開始及び各フィールドにおける

モニタリング手法の決定 

○ガイド制度に基づくガイド登録・認定のた

めのテキスト改善及び講習会の開催 

○ホームページを活用したガイドの紹介、観

光客に向けたルール等の普及啓発 

〇３村における条例制定検討 

   ●   

 

名桜大学 

国頭村（世

界自然遺産

推進室）、大

宜味村（企

画観光課）、

東村（企画

観光課） 

名桜大学地（知）の拠点

大学による地方創生推

進事業 

● ● ● ●  ３村全域 

世界自然遺産登録後に訪れる

であろう多くの外国人観光客

に対応するため、英会話講座を

行い、受け入れ態勢の強化を図

る。 

○やんばるの森の観光の英会話講座 

○YouTube と QR コードを使った観光案

内実証 

○移住検討者向けの現地バスツアー 

○道の駅の顧客単価増に向けた検討 

○やんばるの森の観光の英会話講座 

○移住検討者向けの現地バスツアー 
    ●  

 

大宜味村 

（企画観光

課） 

大宜味村エコツーリズ

ム推進全体構想の策

定・認定 

● ● ● ● ● 
大宜味村全

域 

大宜味村では来訪者の受入体

制が十分とはいえない。 

本村らしいエコツーリズムを

早期に構築するためにも、ガイ

ド養成は急ぐべき課題である。

このため、大宜味村エコツーリ

ズム全体構想を定めこれに沿

った環境保全型観光振興の推

進をおこなう。 

＜大宜味村生物多様性センタ

ー運営協議会＞ 

全体構想申請手続き・調整を行う 全体構想の認定に向けた調整を行う     ●  

６ 施設整備による適

正利用の推進 
環境省 

やんばる国立公園直轄

事業に係る検討 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域 

風致を維持する必要性の高い

地域における直轄事業に係る

基本計画を策定 

○事業化に向け、地元と調整を行う。 ○事業化に向け、地元と調整を行う     ●  

 環境省 
やんばる国立公園にお

ける多言語化の推進 
   ●  

やんばる国

立公園 

やんばる国立公園の多言語解

説の充実 
― 

○整備箇所及び解説内容について検討し、多

言語解説の看板等を設置する。 
   ●   

 

国頭村、大

宜味村、東

村 

観光主要施設の多言語

化の推進 
   ●  

やんばる国

立公園及び

周辺地域 

３村内の主要な利用施設のう

ち、国立公園内に位置する、又

は国立公園等について紹介す

る場所において、各種解説看板

の多言語化を推進する。 

＜やんばる３村世界自然遺産

推進協議会＞ 

－ 

○多言語化を進めるべき施設の多い国頭村

内の利用拠点施設において、解説内容を英

語翻訳し、翻訳文を用いて一部整備を進め

る。＜観光庁及び環境省補助事業＞ 

   ●   

 沖縄県 ―          ●      
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室） 

NPO やんば

る地域活性

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

NPO どうぶ

つたちの病

院沖縄 

ヤンバルクイナ生態展

示学習施設（くいなの

森）の管理運営業務 

● ● ● ● ● 安田地域 

来訪者向けにヤンバルクイナ

の生態展示による保護普及啓

発を図る 

○NPO法人の指定管理による生態の解説

及び保護普及啓発 

○展示個体の保護管理 

○NPO法人の指定管理による生態の解説及び

保護普及啓発 

○展示個体の保護管理 

〇解説看板の多言語化 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室） 

NPO やんば

る地域活性

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

NPO どうぶ

つたちの病

院沖縄 

クイナ自然の森（ヤンバ

ルクイナ保護シェルタ

ーの管理運営業務 

● ● ● ● ●  

ヤンバルクイナの野生復帰を

目指し、環境省、NPOと連携し

た取り組み及び自然再生事業

を実施 

＜クイナ自然の森管理運営協

議会＞ 

○施設の維持管理 

○周辺地域での保護活動 

〇人工飼育個体の繁殖調査 

〇野生復帰訓練及び放鳥 

〇施設の維持管理 

○周辺地域での保護活動 

〇人工飼育個体の繁殖調査 

〇野生復帰訓練及び放鳥 

〇救護個体の野生復帰試験 

〇保護シェルターに関する普及啓発強化 

    ●  

 

国頭村（企

画商工観光

課） 

国頭ツーリ

ズム協会 

環境教育センターやん

ばる学びの森の管理運

営業務 

● ● ● ● ● 安波地域 

森林体験や、やんばるの自然を

正しく理解し、保全するため、

利用者と共有し、広めるための

拠点施設の役割を担う。 

○ガイドウォーク 

○環境学習等のプログラム提供 

○カヌーツアー 

○ガイドウォーク 

○環境学習等のプログラム提供 

○カヌーツアー 

○魅力向上に向けた各種検討 

〇解説看板の多言語化 

    ●  

 

大宜味村 

（企画観光

課） 

やんばるの森ビジター

センター整備事業 
 ● ● ● ● 津波地域 

旧大宜味中学校跡地にやんば

るの森ビジターセンターを整

備し、その中で自然環境の活用

及び保全を図る取り組みとし

て、やんばる３村における自然

環境映像等により疑似体験を

してもらい、より身近にやんば

るの自然を感じて頂くことで

おり興味を掻き立て、自然保護

への意識を高めてもらう。 

建築工事を行う。 建築工事を行う     ●  

                  

※平成 29年度までに事業が完了した事業は上表からは除外 
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

６）地域社会の参加・協働による保全管理          ２ ３ ０ ２ 37 ３ 

１ 生物多様性おきな

わ戦略の運用 

沖縄県（自

然保護課） 

生物多様性地域戦略事

業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

県民や観光客等の生物多様性

に対する意識の向上並びに、生

物多様性の保全及び持続可能

な利用を図るための行動への

参加を促す。〈生物多様性おき

なわ戦略推進会議〉 

生物多様性プラットフォームを構築

することで、一つのホームページから生

物多様性に関する資料や自然体験活動

の情報等が容易に得られるようなしく

みを構成するとともに、学校と連携した

生物生息調査等を実施した。 

生物多様性プラットフォームを構築する

ことで、一つのホームページから生物多様性

に関する資料や自然体験活動の情報等が容

易に得られるようなしくみを構成するとと

もに、学校と連携した生物生息調査等を実施

する。 

    ●  

２ 照葉樹の森再生事

業の実施 
大宜味村           ●      

 
東村（農林

水産課） 
森林環境保全事業 ● ● ● ● ● 

慶佐次地域 

 

適切な森林施業が確実に行わ

れる仕組みを整えることによ

り林業生産活動等が継続的に

実施される仕組みを作り上げ

ることを目指しています。（対

象樹木 クヌギ） 

 

 

保育（下刈り） 保育（下刈り）     ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

広葉樹林における調

査・研究 
● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林・里山研究

園） 

天然生広葉樹林の多点継続調

査等に取り組み、林分構造や動

態、遷移段階等を評価する。 

○与那フィールド内の 40 年生二次林を

調査し、30年生から 40年生にかけて

の動態をまとめた 

○やんばる学びの森の約 65 年生二次林

における大径木の分布状況を論文で

公表 

○二次林や非皆伐林の調査研究を継続     ●  

３ 大宜味村地域生物

多様性保全計画の

実施 

大宜味村 

（企画観光

課） 

大宜味村地域生物多様

性保全計画 
● ● ● ● ● 

饒波地域、大

兼久地域、大

宜味地域、根

路銘地域、上

原地域、塩屋

地域、屋古地

域、田港地域 

本計画を進めるため、（１）里

山保全、（２）自然情報収集、

（３）交流、（４）教育・学習

を軸とした活動を行う 

＜大宜味村生物多様性センタ

ー＞ 

自然観察の実施 自然観察の実施     ●  

４ 沖縄島北部の河川

における調査及び

自然再生事業の推

進 

沖縄県（環

境再生課） 

自然環境の保全・再生・

防災機能戦略的構築事

業 

● ● ● ● ● 慶佐次川 慶佐次川自然環境再生協議会 

○平成 29 年度に引き続き、東村慶佐次

川において再生モデル事業を実施し、

再生箇所の経過モニタリングや保全

利用計画の策定等を行った。 

○再生事業を全県的に推進するための

課題等の整理や普及活動を行った。 

○陸化傾向のあるヒルギ林内小水路の再生

等の取組を行う（H30繰越事業）。 

○自然環境再生事業を全県的に推進するた

め、地域主導で実施できる仕組みを整備

し、関係者間で情報共有できるようなネッ

トワーク形成を図る。 

    ●  

 
東村（建設

環境課） 

慶佐次川自然環境再生

事業 
● ● ● ● ● 慶佐次地域 

沖縄県自然環境再生指針にお

いて示されている「地域との協

働」を推進し、ワンドの改良及

びワンド等のモニタリング、イ

ベントの実施、利活用計画の検

討、ヒルギ林内生態系再生（小

水路の掘削）、外来植物対策を

行う。 

〈慶佐次川自然環境再生協議会〉 

○ワンドの整備・ヒルギ林 小水路復元 

○外来植物撤去 

○再生上の全課題への取組 

○利活用計画の検討 

○地域住民ワークショップの実施 

○イベントの実施 

○再生上の全課題への取組 

○利活用計画の検討 

 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 

大宜味村 

（建設環境

課） 

ふるさと河川環境再

生・活用整備事業 
● ● ● ● ● 

喜如嘉地域 

謝名城地域 

魅力あるまちづくりとリンク

させた地域活性化を図るため、

河川敷の空間の有効活用、治水

安全度の向上や河川全体の自

然再生を視野に大川川と周辺

整備を行う。 

護岸整備 護岸整備     ●  

５ 普及啓発活動の実

施 
環境省 

地域の子供たちへの普

及啓発活動 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

子供たちに地域の自然・文化に

興味をもってもらうため、小・

中学校の授業における環境学

習を充実させる。 

○対象と目的を踏まえた普及啓発の方

針についての再整理 

○学校と連携した普及啓発活動 

○対象と目的を踏まえた普及啓発の方針に

ついての再整理 

○学校と連携した普及啓発活動 

    ●  

 環境省 

地域住民への普及啓発

活動 

 

● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

国立公園指定、世界自然遺産登

録に向けての制度内容、進捗等

の周知を図る。また、世界自然

遺産の保全と利活用の推進を

図る。 

○（政策進捗状況）3村広報・区長会等

への掲載・周知、大宜味村内住民向け説

明会の実施 

○（制度）やんばる国立公園に関するパ

ンフレットの作成 

○（政策進捗状況）3村広報・区長会等への

掲載・周知、大宜味村内住民向け説明会の実

施 

 

    ●  

 環境省 

やんばる国立公園にお

ける地域と連携した公

園管理の推進 

  ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

地域の方が世界遺産候補地の

自然・文化の魅力を再発見し整

理することで地域資源の保全

に関する理解の醸成を図る。 

○地域住民による地域資源の位置情報

等の整理、集落への周知 

○地域住民による地域資源の位置情報等の

整理、集落への周知 
   ●   

 
沖縄県（自

然保護課） 

世界自然遺産普及啓発

委託業務 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

沖縄島北部や西表島の遺産価

値を県内外に PR するための映

像コンテンツや、その他の普及

啓発媒体を作成・提供し、地域

住民を始めとする一般市民へ

の普及啓発を図り、世界自然遺

産登録に向けた機運を高める。 

〇大型パネルや剥製を用いた移動展示
開催 

〇やんばる 3 村ルールブックの多言語
化 

〇３村広報誌を活用した普及啓発 

〇モノレールラッピングを活用した一

般県民、観光客等への普及啓発 

〇航空機、モノレール、路線バス、船舶、日
本郵便トラック等へのラッピング広告 

〇大型パネルや剥製を用いた移動展示開催 
〇やんばる 3 村ルールブックの多言語版増

刷 
〇３村広報誌を活用した普及啓発 

〇環境教育及び遊覧飛行 

○普及啓発イベントの開催 

    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 
地域部会運営支援業務 ● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村 

地域部会における検討状況や

世界遺産登録に向けた動きな

どについて住民に情報発信を

行うとともに、アンケート調査

を行い住民意識を把握する。 

「やんばる世界遺産だより」を発行

し、地域住民への情報発信を行った。 

「やんばる世界遺産だより」を発行し、地

域住民への情報発信を行う。 
    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室、教

育課） 

国立公園、世界自然遺産

推薦地における資源の

普及啓発 

● ● ● ● ● 国頭村全域 

国立公園、世界自然遺産候補と

して有する自然・文化・歴史等

の資源価値や当該価値の保全

に向けた取り組み等の理解醸

成、周知を図る 

○展示物等の製作及び村広報誌やホー

ムページを活用し普及啓発を図る。 

○各種イベントにおいて製作された展

示物を掲出するとともに保全の取組

の紹介を行う。 

○村内文化財の周知・広報の強化 

○展示物やルールブック等の製作及び村広

報誌やホームページを活用し普及啓発を

図る。 

○各種イベントにおいて製作された展示物

を掲出するとともに保全の取組の紹介を

行う。 

○村内文化財の周知・広報の強化（くんじゃ

んナビ） 

    ●  

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室、教

育課） 

琉球大学地域連携推進

事業による世界遺産に

係る普及啓発 

● ● ● ● ● 
沖縄島北部

３村全域 

世界自然遺産候補地であるや

んばる地域の豊かさ、重要性に

係る普及啓発を行い、理解醸成

を図る。 

○やんばる地域を題材とした世界自然

遺産関係学習の教材開発 

○やんばるの森の多面的機能や利活用

のあり方に関する普及啓発 

○今後の効果的な普及啓発手法の検討 

 
    ●  

 

大宜味村 

（企画観光

課） 

村内への周知及び広報

等 
● ● ● ● ● 

大宜味村全

域 

世界自然遺産登録関連の取り

組みについて、地域住民へ普及

啓発を行う。 

環境省の協力を得て、村広報誌や村ホー

ムページにて世界自然遺産登録に向け

た取り組み等を掲載。申請取下げ後は、

その旨村民へ周知を行った。 

環境省の協力を得て、村広報誌や村ホームペ

ージにて世界自然遺産登録に向けた取り組

み等を掲載。 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 
東村（企画

観光課） 

村内外への周知及び広

報等 
● ● ● ● ● 東村全域 

・機運醸成用の村民参加型ポス

ター作成及び掲示。 

・世界自然遺産登録関連の取り

組みについて、地域住民へ普及

啓発を行う。 

○広報誌やホームページ、幟、横断幕の

設置。 

○村立博物館での普及啓発イベントの

実施。 

○関係機関との連携。 

○村外での普及啓発活動。 

○広報誌やホームページ、幟、横断幕の設置。 

○村立博物館での普及啓発イベントの実施。 

○関係機関との連携。 

○村外での普及啓発活動 

    ●  

 

国頭村 

大宜味村 

東村 

環境省 

沖縄県 

自然体験活動協議会の

運営及び活動実施 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村全域 

関係者が参画した、やんばる自

然体験活動協議会の運営及び、

自然体験活動等の実施。 

＜自然体験活動協議会＞ 

（環境省） 

○センター展示、周辺の観察会を通じた

やんばるの自然・文化資源の普及啓発 

○地域の子どもたちへの授業の実施 

○小中学校の自然体験授業にかかる講

師等の調整 

 

（その他） 

○自然体験活動と環境学習の充実のた

め、３村教育委員会との連携、カリキ

ュラム導入検討のための調整を行う。 

○辺土名高校環境科と協力してイベン

トを開催。 

（環境省） 

○センター展示、企画展、周辺の観察会を通

じたやんばるの自然・文化資源の普及啓発 

○地域の子どもたちへの授業の実施 

○小中学校等における環境教育のための教

員研修 

○ALLやんばる学びのまちプロジェクト等と

の連携による県内外への情報発信 

    ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

オープンフォレスト ●  ●  ● 

与那フィー

ルド（演習

林） 

2年に 1度、一般の方を対象に

演習林の森林を観察していた

だくイベントを開催している。 

○与那フィールドの森林観察を行い、教

育研究活動などを紹介 
（隔年開催のため、実施しない）     ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

琉球大学公開講座 ● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林）、国頭村

森林公園等 

琉球大学の公開講座を与那フ

ィールド等を使用して開催し

ている。プログラムの内容によ

っては、国頭村森林組合など地

域の団体の協力を得て実施し

ている。 

○森林および林業地の見学、国頭村森林

組合の工場見学、木工体験などのプロ

グラムを実施 

○森林および林業地の見学、国頭村森林組合

の工場見学、木工体験などのプログラムを

実施 

    ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

各種研修・実習・研究等

の受け入れおよび実施 
● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林・里山研究

園） 

森林や施設を、学内に限らず他

大学や他団体の研修・実習等に

も広く使ってもらい、沖縄島北

部の自然に関する普及啓発や

意識の向上に寄与する。 

○他大学生を受け入れる「公開森林実

習」などの実習を開講 

○沖縄県立総合教育センターによる理

科教員「野外実習」などの研修を受け

入れ 

○他大学生を受け入れる「公開森林実習」な

どの実習を開講 

○沖縄県立総合教育センターによる理科教

員「野外実習」などの研修を受け入れ 

    ●  

６ 教育体制の充実 環境省 環境教育研修等の実施    ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

2020 年度からの新しい学習指

導要領等を踏まえ、持続可能な

社会の創り手となることがで

きるよう、社会に開かれた教育

課程の実現など、「何ができる

ようになるか」「何を学ぶか」

「どのように学ぶか」を明確に

し、関係機関と連携しながら教

育体制を充実していく。 

― 

○持続可能な社会の実現（SDGs）に向け、現

場の教員がやんばるの地域資源に目を向

けながら日々の授業から展開できるよう、

教員向け研修等の実施 

○主体的・対話的で深い学びにつながるよ

う、やんばる野生生物保護センター展示の

改善や、総合学習・講義等における SDGs

を意識した体系的な展開 

   ●   

 林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ●  
沖縄島北部

国有林 

育樹作業の実施及びダム祭り

への参加を通じて、参加者に対

して自然環境の保全等につい

て普及を図る。 

○首里城古事の森における育樹作業の

実施、及びやんばる内にあるダム祭り

へ参加を通じて、参加者に対して自然

環境の保全等について普及を図る。 

○首里城古事の森における育樹作業、ダム祭

り等において、パネル等を通じて自然環境

の保全等についての普及を図る。 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 
沖縄県（自

然保護課） 

奄美と琉球の世界自然

遺産次世代継承交流体

制構築事業 

  ● ● ● 
沖縄島北部

及び西表島 

遺産地域の子どもたちの相互

交流・環境学習を通じ、遺産価

値への理解醸成を促すことに

より、自然遺産の次世代への継

承及び恒久的保全を図る。 

○世界自然遺産子ども会議設立準備会
の発足 

○ワークショップ、フィールド調査の実
施 

○「奄美と琉球の世界自然遺産次世代継

承交流事業プログラム」の策定 

○世界自然遺産こどもサミットの開催 

 （開催地：沖縄島北部） 
    ●  

 

沖縄県（県

立学校教育

課） 

教育体制の充実        

課独自の事業は無く、各学校の授業で

自然環境についての取り組みを行って

いる。辺土名高校は環境科での課題研究

等で自然環境について取り組んでいる。 

課独自の事業は無く、各学校の授業で自然

環境についての取り組みを行っている。辺土

名高校は環境科での課題研究等で自然環境

について取り組んでいる。 

 ●     

 

国頭村（教

育課、世界

自然遺産推

進室） 

村内小中児童生徒への

理解醸成（文化財及び自

然環境） 

● ● ● ● ● 
国頭村内小

中校 

国立公園、世界自然遺産の推薦

地の自然環境や文化財を学校

教育に生かす取り組みを環境

省と連携して実施 

○教職員向け研修会の実施 

○児童生徒向けワークブックの総合学

習等での活用 

○児童向け総合学習の実施（史跡を活用

したフィールドワーク） 

○教職員向け研修会の実施 

○児童向け総合学習の実施（史跡を活用した

フィールドワーク） 

〇世界自然遺産候補４島間の子供たち交流

事業と連携した地元活動の実施 

    ●  

 

国頭村（教

育課、世界

自然遺産推

進室） 

環境教育の充実 ● ● ● ● ● 

国頭村内外

の児童及び

保護者 

やんばるの自然環境学習の場

を環境教育に生かす取り組み

を実施（くんじゃん山学校） 

○児童（親子）向け環境学習の実施 〇児童（親子）向け環境学習の実施     ●  

 

大宜味村 

（教育委員

会） 

総合的な学習の時間 ● ● ● ● ● 
大宜味村内

全域 

教育課程内の「総合的な学習の

時間」にて「地域とふれあう」

をテーマに地域の自然や産業

について学ぶ。 

○猪垣散策 

○蝶・野鳥観察 

○猪垣散策 

○蝶・野鳥観察 
    ●  

 
東村（教育

委員会） 

村内小中児童生徒への

理解醸成 
● ● ● ● ● 

東村内小中

学校 

国立公園、世界自然遺産の推薦

地の自然環境を学校教育に生

かす取り組みを環境省と連携

して実施 

○教職員向け研修会の実施 

○児童生徒向けワークブックの総合学

習等での活用 

○教職員向け研修会の実施 

○児童生徒向けワークブックの総合学習等

での活用 

    ●  

 

琉球大学与

那フィール

ド 

辺土名高校環境科「宿泊

学習」 
● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林） 

平成 27 年度より、辺土名高校

環境科 2年次が 1泊 2日で実施

する「宿泊学習」を与那フィー

ルドで受け入れている。 

○森林調査体験 

○やんばるの森や地域に関する講義 

○森林調査体験 

○やんばるの森や地域に関する講義 
    ●  

７ 多様な主体の保全

管理への参画 

国頭村 

大宜味村 

東村 

民間団体の CSR 活動と

の連携 
● ● ● ●  3村全域 

民間団体と協働した保全管理

活動の実施 

＜やんばる３村世界自然遺産

推進協議会＞ 

○登録応援ビール缶の制作・販売、移動

展示物の製作（Kirin） 

○外来種駆除の実施（ANA） 

○登録応援ビール缶の制作・販売、記念イベ

ントの共催（Kirin） 

○外来種駆除、ビーチクリーンの実施（ANA） 

    ●  

 

国頭村 

大宜味村 

東村 

NTT DoCoMo との連携協

定締結 
  ● ● ● 3村全域 

ICTを活用した環境保全、観光

振興、まちづくりを目的とした

連携協定の締結及び事業実施 

○各村のニーズ把握及び事業計画の策

定 
○事業実施に向けた実証実験の開始  ●     

 国頭村 
民間からの寄附金等に

よる事業実施 
● ● ● ●  

国頭村内全

域 

希少種保全に対する貢献のた

めの寄附金等を募集し、事業実

施 

＜クイナ自然の森管理運営協

議会＞ 

○広く国民より寄附金等の募集 

○クイナ自然の森管理運営協議会によ

る事業実施 

○広く国民より寄附金等の募集 

○クイナ自然の森管理運営協議会による事

業実施 

    ●  
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

８ 環境に配慮した公

共事業の実施 

沖縄県（自

然保護課） 

生物多様性おきなわブ

ランド発信事業 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

沖縄県の生物多様性（自然環

境）を保全し、及び適切な利用

を促進することにより、持続可

能な「生物多様性おきなわブラ

ンド」の発信を図るため、生物

の分布情報の更新とともに、地

域における文化的・歴史的背景

を含めた生物多様性の評価を

行う。 

○自然環境保全の指針策定に向け、H30

年度は沖縄本島 4地域、八重山 7地域

の調査を実施した。 

○生物多様性保全利用指針 OKINAWA（沖

縄本島編暫定版）を策定した。 

○自然環境保全の指針策定に向け、R1 年度

は八重山 11 地域、宮古２地域を調査予定

である。 

○生物多様性保全利用指針 OKINAWA（八重山

編暫定版）を策定する。 

    ●  

 
沖縄県（環

境政策課） 

第２次沖縄県環境基本

計画【改定計画】策定事

業 

● ● ● ● ● 沖縄県全域 

平成 25 年３月に策定した第２

次沖縄県環境基本計画につい

て、県民等に周知を行うととも

に、本計画に掲げる施策の目標

について、適切な進行管理を行

う。 

○後期 5年の取組を反映させた第 2次沖

縄県環境基本計画【改定計画】を策定

した。 

○PDCAサイクルによる進捗管理を行い、

環境基本計画推進会議において実績

報告を行った。報告後は公表し、県民

意見募集を行った。 

○平成 30年 10月に改定した第 2次沖縄県環

境基本計画について、PDCA サイクルによ

る進捗管理を行い、環境基本計画推進会議

において実績報告を行う。報告後は公表

し、県民の意見が活用できるように県民意

見募集を行う。 

    ●  

 
国頭村（建

設課） 
多自然川づくり ● ● ● ● ● 辺土名地域 

辺土名川の多自然川づくりを

推進し、川の安全性や親水性の

他、水生生物の往来ができる河

川空間を創出する 

○上流の整備実施 ○上流の整備実施     ●  

 

大宜味村 

（企画・建

設・産業） 

環境に配慮した公共工

事 
● ● ● ● ● 

大宜味村全

域 

環境に配慮した公共工事をお

こなう 
環境に配慮した公共工事を行う。 環境に配慮した公共工事を行う。     ●  

 
東村（教育

委員会） 
ノグチゲラ保護条例 ● ● ● ● ● 東村 

ノグチゲラの生息地域におい

て道路等の工事がある場合、時

期や時間帯について業者と調

整を行う。 

○ノグチゲラの生息地域において道路

等の工事がある場合、時期や時間帯に

ついて業者と調整を行う。 

○ノグチゲラの生息地域において道路等の

工事がある場合、時期や時間帯について業

者と調整を行う。 

 ●     

９ 不法投棄防止パト

ロール・キャンペー

ン及び撤去事業の

実施 

林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 
沖縄島北部

国有林 

 

定期的な巡視及び投棄防止の

周知（看板）を行い、国有林内

の不法投棄の防止を図る。 

○引き続き、定期的な巡視及び投棄防止

の周知（看板）を実施。 

○引き続き、定期的な巡視及び投棄防止の周

知（看板）を実施する。 
    ●  

 
沖縄県（環

境整備課） 

廃棄物不法投棄対策事

業、産業廃棄物対策費 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村全域を

含む沖縄県

全域 

保健所に警察官ＯＢを廃棄物

監視指導員等として配置し、不

法投棄防止パトロールを実施

するとともに、市町村が不法投

棄防止対策事業として設置す

る看板、ビデオカメラ等へ補助

を行う。 

＜廃棄物不法処理防止連絡協

議会、各保健所管内廃棄物不法

処理防止ネットワーク会議＞ 

○廃棄物監視指導員等による不適正処

理防止パトロールを実施した。 

○不法投棄等の行為者が確認された場

合の撤去指導等を実施した。 

○市町村が不法投棄防止対策事業とし

て設置する看板、ビデオカメラ等への

補助について、４市町村に補助を行っ

た。 

○不法処理防止に係る関係者会議を開

催した。 

○廃棄物監視指導員による不適正処理防止

パトロールの実施 

○不法投棄等の行為者が確認された場合の

撤去指導等の実施 

○市町村が不法投棄防止対策事業として設

置する看板、ビデオカメラ等への補助の募

集 

○不法処理防止に係る関係者会議の開催 

    ●  

 

国頭村（福

祉課、経済

課） 

河川海岸清掃及び不法

投棄防止の取り組み 

林道等不法投棄の回収 

● ● ● ● ● 国頭村全域 

世界自然遺産緩衝地帯にある

不法投棄のゴミ、産業廃棄物、

漂流ゴミの防止のための検討 

○国頭村職員による河川海岸クリーン

作業の実施 

○国頭村管理の林道維持パトロール 

〇村有林内の不法投棄の回収事業の実

施 

○国頭村職員による河川海岸クリーン作業

の実施 

○国頭村管理の林道維持パトロール 

〇村有林内の不法投棄の回収事業の実施 

    ●  



28 

 

行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

 
辺戸環境ま

もり隊 

不法投棄防止の取り組

み 
 ● ● ●   

世界自然遺産周辺地域にある

不法投棄のゴミ、産業廃棄物、

漂流ゴミ及び不法工作物の防

止のための対策を行う。 

○地域団体の清掃・美化活動 
○地域団体の清掃・美化活動 

○海浜状況のモニタリング 
    ●  

 大宜味村           ●      

 
東村（建設

環境課） 

不法投棄防止への取り

組み 
● ● ● ● ● 東村全域 パトロールの実施 パトロールを実施する。 パトロールを実施する。     ●  

                  

※平成 29年度までに事業が完了した事業は上表からは除外 
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行動計画の事業項目 実施主体 事業名 

事業年度 
（該当年度に●） 

対象地 

 
進捗状況の評価 

（いずれかに●） 

平
成
28
年
度
以
前 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度
以
降 

事業概要 
＜関係する会議体＞ 

 
平成 30年度の実施内容 令和元年度事業内容（案） 

未
実
施 

実
施
準
備
中 

実
施
内
容
決
定 

事
業
開
始 

事
業
継
続
中 

事
業
完
了
※ 

７）適切なモニタリングと情報の活用          １ １ ０ ０ ６ ０ 

１ 情報発信と活用 環境省 

奄美大島、徳之島、沖縄

島北部及び西表島世界

自然遺産推薦地 HP によ

る情報集約と情報発信 

● ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域を含

む沖縄県全

域 

遺産推薦地に係る情報を公式

ウェブサイトに一元的に集約

した上で、その情報をより広く

発信する 

○HP 公開後、随時新しい情報を掲載す

る。 

○随時新しい情報を掲載する。 

○英語版での発信を推進する。 
    ●  

 林野庁 
ホームページを用いた

業務成果の発信 
● ● ● ● ● 

沖縄島北部

国有林 

森林保全管理業務等の成果を

発信し、森林保全管理等を図る

取り組みについて周知。 

実施された育樹作業、ロードキル防止キ

ャンペーン等について、ホームページ等

を用いて業務成果を発信。 

○実施された森林環境教育、ロードキル防止

等について、ホームページ等を用いて業務

成果を発信する。 

    ●  

 
沖縄県（自

然保護課） 
地域部会運営支援業務 ● ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村 

地域部会の関係者向け非公開

ホームページを運用し、地域部

会での会議資料等について関

係者間で共有を図る。 

○世界自然遺産推薦地に関連する情報

や地域部会等の会議資料を非公開ホ

ームページ上において関係者間で共

有した。 

○世界自然遺産推薦地に関連する情報や地

域部会等の会議資料を非公開ホームペー

ジ上において関係者間で共有する。 

    ●  

２ モニタリング計画

の作成及びモニタ

リングの実施 

環境省 
モニタリング計画の検

討・作成 
 ● ● ● ● 

沖縄島北部 3

村全域 

包括的管理計画における順応

的管理の実施にむけたモニタ

リング計画の検討・作成 

＜奄美ワーキンググループ及

び沖縄ワーキンググループ＞ 

○モニタリング計画（素案）をもとに、

専門家へのヒアリングを実施し、モニ

タリング計画（案）を作成する。 

○専門家へのヒアリングとモニタリング計

画の策定。 
    ●  

 

環境省（生

物多様性セ

ンター） 

琉球大学与

那フィール

ド 

モニタリングサイト

1000森林・草原調査 
● ● ● ● ● 

与那フィー

ルド（演習

林） 

全国の約 1,000 箇所で基礎的

な環境情報の収集を継続し、日

本の自然環境の質的・量的な劣

化を早期に把握できるモニタ

リング体制を構築する。 

○南西諸島における「森林・草原調査」

唯一のコアサイトとして、長期モニタ

リングのための 1ha 毎木調査や落葉

落枝・落下種子調査等を実施。 

○南西諸島における「森林・草原調査」唯一

のコアサイトとして、長期モニタリングの

ための 1ha毎木調査や落葉落枝・落下種子

調査等を実施。 

    ●  

 沖縄県 ―          ●      

 

国頭村（世

界自然遺産

推進室・企

画商工観光

課）、大宜味

村（企画観

光課）、東村

（企画観光

課） 

森林ツーリズム関連制

度等による保全効果の

評価 

  ● ● ● 
特定フィー

ルド 

各フィールドにおいて策定し

た各種ルール及び制度の運用

と同時に、これらルールの運用

状況の把握とフィールドの保

全効果の評価を行う。＜やんば

る３村世界自然遺産推進協議会＞ 

○各フィールドにおける具体的なモニ

タリング指標及びモニタリング手法

の決定と試験実施 

○モニタリング結果に基づく各種ルー

ル及び制度の将来的な改善手法の検

討 

○各フィールドにおける具体的なモニタリ

ング指標及びモニタリング手法の決定 

○モニタリング結果に基づく各種ルール及

び制度の将来的な改善手法の決定 

 ●     

３ 沖縄島北部行動計

画の進捗確認及び

事業評価を実施 

沖縄県（自

然保護課） 

沖縄島北部行動計画の

検証及び見直し 
 ● ● ● ● 

沖縄島北部

３村 

沖縄島北部行動計画の進捗管

理や、記載事項等の検証及び見

直しを行う。 

○行動計画の進捗状況を把握するとと

もに、IUCN からの勧告等を踏まえ、

行動計画の内容検証及び見直しを行

った。 

○評価指標を用いた管理成果の検証を

行うとともに目標・評価資料の具体化

に関する検討と見直しを行った。 

○行動計画の進捗状況を把握し、検証を行う

とともに、必要に応じ、内容の見直しを行

う。 

○評価指標を用いた管理成果の検証を行う

とともに目標・評価資料の具体化に関する

検討と見直しを行う。 

  

 

 ●  

 

 ※平成 29年度までに事業が完了した事業は上表からは除外 


